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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　全て一定のピッチで平行に延びるパターン部からなる透明導電層が透明フィルム基材の
少なくとも片面側の主面に形成された電極部材と、
　前記パターン部のピッチに対応するピッチで配置された第１接続部、及び前記第１接続
部から延びる導電パターン部を有するフレキシブルな配線部材と、
を備えるタッチパネル部材。
【請求項２】
　更に、前記電極部材のパターン部と前記第１接続部とを電気的に接続する導電接続部を
備える請求項１に記載のタッチパネル部材。
【請求項３】
　前記透明導電層の２層が前記透明フィルム基材の両面側に設けられ、両面側に設けられ
た前記パターン部が交差して配置されていると共に、各々の透明導電層に対して、前記配
線部材を備える請求項１又は２に記載のタッチパネル部材。
【請求項４】
　前記パターン部の各々が接触せずに交差して配置されるように前記電極部材が２層積層
されていると共に、２層の透明導電層の各々に対して、各々の透明導電層に対して、前記
配線部材を備える請求項１又は２に記載のタッチパネル部材。
【請求項５】
　前記２層の透明導電層の少なくとも一方には、前記パターン部の間に設けたダミーパタ
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ーン部であって、他方の前記パターン部のピッチに応じた規則性を有するダミーパターン
部を設けてある請求項３又は４に記載のタッチパネル部材。
【請求項６】
　前記２層の透明導電層の一方の前記パターン部には、他方の前記パターン部のピッチに
応じてパターン幅を広げた複数の幅広部を設けてあり、前記２層の透明導電層の他方の前
記パターン部には、前記一方の前記パターン部のピッチに応じてパターン幅を広げた複数
の幅広部を設けてある請求項３又は４に記載のタッチパネル部材。
【請求項７】
　前記２層の透明導電層のパターン部に設けられた前記幅広部は、菱形である請求項６に
記載のタッチパネル部材。
【請求項８】
　請求項１～７のいずれかに記載のタッチパネル部材を備えるタッチパネル。
【請求項９】
　一定のピッチで平行に延びるパターン部を有する透明導電層が透明フィルム基材の少な
くとも片面側に形成された長尺体を巻回したロール原反を準備する工程と、
　このロール原反から前記長尺体を繰り出した後、前記長尺体を切断して、全て一定のピ
ッチで平行に延びるパターン部からなる透明導電層が透明フィルム基材の少なくとも片面
側の主面に形成された電極部材を得る工程と、
　前記パターン部のピッチに対応するピッチで配置された第１接続部、および第１接続部
から延びる導電パターン部を有するフレキシブルな配線部材を準備する工程と、
　前記電極部材のパターン部と前記配線部材の第１接続部とを電気的に接続して、タッチ
パネル部材を得る工程とを含むタッチパネル部材の製造方法。
【請求項１０】
　前記ロール原反のパターン部が、前記長尺体の長手方向又は幅方向に平行に延びるもの
である請求項９に記載のタッチパネル部材の製造方法。
【請求項１１】
　前記ロール原反として、前記透明導電層が透明フィルム基材の両面側に形成され、各々
の前記透明導電層のパターン部が交差して配置された長尺体を巻回したものを準備すると
共に、
　各々の前記透明導電層のパターン部に対して、各々準備した前記配線部材の第１接続部
を電気的に接続する請求項９又は１０に記載のタッチパネル部材の製造方法。
【請求項１２】
　前記ロール原反として、一定のピッチで平行に延びるパターン部を有する透明導電層が
透明フィルム基材の片面側に形成された長尺体を巻回したロール原反を２つ準備すると共
に、
　各々の前記ロール原反から得られる前記電極部材を、前記パターン部の各々が接触せず
に交差して配置されるように貼合する工程を更に含み、
　各々の前記透明導電層のパターン部に対して、各々準備した前記配線部材の第１接続部
を電気的に接続する請求項９又は１０に記載のタッチパネル部材の製造方法。
【請求項１３】
　透明フィルム基材と、その透明フィルム基材の片面側に形成され、全て一定のピッチで
平行に延びるパターン部からなる透明導電層と、を含む長尺体を巻回したロール原反の組
み合わせからなるロール原反セットであって、
　全て一定のピッチで平行に延びるパターン部からなる透明導電層のパターン部間の各々
には、ダミーパターン部を設けてあり、そのダミーパターン部の各々は、前記パターン部
の延びる方向に沿って、他方の前記ロール原反における前記透明導電層のパターン部のピ
ッチに応じた規則性を有しているロール原反セット。
【請求項１４】
　前記ダミーパターン部の各々が、同じ形状と規則性で形成されている請求項１３に記載
のロール原反セット。



(3) JP 6117620 B2 2017.4.19

10

20

30

40

50

【請求項１５】
　少なくとも一方の前記ロール原反における前記透明導電層のパターン部が、一定の線幅
で直線状に形成されている請求項１３又は１４に記載のロール原反セット。
【請求項１６】
　透明フィルム基材と、その透明フィルム基材の片面側に形成され、全て一定のピッチで
平行に延びるパターン部からなる透明導電層と、を含む長尺体を巻回したロール原反の組
み合わせからなるロール原反セットであって、
　一方の前記ロール原反における前記透明導電層のパターン部には、他方の前記ロール原
反における前記透明導電層のパターン部のピッチに応じてパターン幅を広げた複数の幅広
部を設けてあり、前記他方のロール原反における前記透明導電層のパターン部には、前記
一方のロール原反における前記透明導電層のパターン部のピッチに応じてパターン幅を広
げた複数の幅広部を設けてあるロール原反セット。
【請求項１７】
　少なくとも一方の前記ロール原反における前記透明導電層のパターン部の各々は、前記
幅広部を構成する同じ大きさの複数の正方形が対角頂部で連結した形状である請求項１６
に記載のロール原反セット。
【請求項１８】
　両方の前記ロール原反における前記透明導電層のパターン部の各々は、前記幅広部を構
成する複数の正方形が対角頂部で連結した形状であり、両方の前記ロール原反における正
方形がほぼ同じ大きさである請求項１７に記載のロール原反セット。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、透明導電層が透明フィルム基材に形成された電極部材にフレキシブルな配線
部材が電気的に接続されたタッチパネル部材、タッチパネル、タッチパネル部材の製造方
法、並びにこれに用いるロール原反セットに関する。本発明のタッチパネル部材は、静電
容量方式のタッチパネル、多点入力が可能な抵抗膜方式のタッチパネル（マトリックス型
の抵抗膜方式タッチパネル）のようなタッチパネルに好適に用いられる。
【背景技術】
【０００２】
　近年、静電容量方式のタッチパネルや、マトリックス型の抵抗膜方式タッチパネルは、
多点入力（マルチタッチ）が可能であるため、操作性に優れ、その需要が急速に高まって
いる。これらのタッチパネルでは、格子状の透明導電パターンが得られるように、透明フ
ィルム基材上にストライプ状パターンからなる透明導電層が形成された透明導電性フィル
ムが２枚積層されるか、又はストライプ状パターンが直交するように透明フィルム基材の
両面側に透明導電層が形成される。何れの場合も、ストライプ状パターンの一端が、配線
を引き回すためのパターン配線に接続されており、透明フィルム基材上に透明導電層とパ
ターン配線とが一体的に形成された構造が一般的である。
【０００３】
　このような従来の一体型の透明導電性フィルムでは、パターン配線が製品毎に異なる形
状で透明導電性フィルム上に形成されていた。そこからタッチパネル用シートを打ち抜く
ため、透明導電層とパターン配線とが形成された領域の間の部分はロスとなり、透明導電
性フィルムの面積歩留りを低減させていた。さらに製品毎にパターン配線を変更する必要
があったため、製造のための工数がかかっていた。また、透明導電層を所定のパターンに
エッチングするために用いられる形状に応じたマスクなどを、製品毎に個別に用意する必
要があった。このようなことから、タッチパネルの製造コストを増大させていた。
【０００４】
　特に、透明導電性フィルム上に形成した金属薄膜をエッチングしてパターン配線を形成
する方法では、スパッタリングで成膜するか、スパッタリングでアンカー膜を形成した後
メッキで増膜する方法によって、金属薄膜を形成する必要がある。いずれの方法でも金属
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薄膜をスパッタする必要があり、真空プロセスが増えることになる。また、透明導電性フ
ィルム用のターゲット以外に金属ターゲットを用意する必要があり、大幅なコスト増の要
因となる。更に、形成された金属膜はタッチパネル周囲に形成する配線部以外はエッチン
グして除去する必要があるため、エッチングされた金属イオンを含んだ廃液が大量に発生
するので環境負荷の点で課題がある。しかも金属薄膜のエッチングの際に、ＩＴＯ膜の抵
抗が上昇するという問題があった。
【０００５】
　このようなパターン配線を一体的に設けない透明導電性フィルムを形成する技術として
、一定ピッチのストライプ状パターンからなる透明導電層を、長尺の透明フィルム基材に
形成した長尺の透明導電性フィルムを使用して、タッチパネルのサイズに合わせて切断し
た後、パターンが格子状になるように積層したタッチパネル用シートが知られている（例
えば、特許文献１参照）。
【０００６】
　また、ストライプ状パターンを有するタッチパネル用シートにパターン配線を形成する
方法として、ストライプ状パターンからなる透明導電層のピッチに合わせて開口させた複
数の開口を有するフィルムを、タッチパネル用シートに積層した後、その開口から露出す
るパターンに接触するように、導電性インクをスクリーン印刷してパターン配線を形成す
る方法が知られている（例えば、特許文献２参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特表２００８－５４１４３０号公報
【特許文献２】特開平６－３４９３７２号公報
【特許文献３】特開２００８－１２９７０８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、スクリーン印刷でパターン配線を形成する方法では、ＩＴＯ等で形成さ
れた透明導電層のパターンに合せて銀ペースト等を印刷する必要があり、正確な位置合わ
せが必要であり、煩雑な工程となる。また、印刷した銀ペーストは焼結が必要であり、高
温での熱処理を必要とし、また得られるパターン配線の抵抗値が高いことも問題である。
【０００９】
　更に、従来のように、タッチパネルの設計、形状、配線ピッチなどが製品毎に異なる場
合、タッチパネルからの信号はタッチパネルの種類毎に異なるものとなる。したがって、
タッチパネル製品毎にカスタマイズされたＩＣチップ（制御回路）が必要になり、タッチ
パネル製品のコストが増大する原因となっていた。
【００１０】
　以上のように、従来のタッチパネル部材は、完全に個別最適となっており、それぞれの
部材が最適を追い求めた結果、お互いがお互いに要求する特性を調整するために、それら
を組み合わせたタッチパネルにとっては最適とは言えなかった。さらに、それぞれのタッ
チパネル部材の間には、何ら互換性の無いものであった。そのために、材料や設計の標準
化はされておらず、トータルのコストが増大する原因となっていた。
【００１１】
　ところで、ストライプ状パターンを設けた長尺の透明導電性フィルム同士を、ストライ
プ状パターンが格子状になるように積層した場合、格子状のパターン部と非パターン部（
開口部）との光学特性（屈折率、透過率等）が異なるため、パターン部が視認され易くな
り、タッチパネル式画像表示装置の画像の質が低下するという問題があった。
【００１２】
　一方、ストライプ状パターンに接続したパターン配線を一体的に設けた透明導電性フィ
ルムを積層したタッチパネルでは、少なくとも一方のストライプ状パターンの間にダミー
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パターンを設けることが知られている（例えば、特許文献３参照）。このように、パター
ン配線を一体的に設けた透明導電性フィルムでは、２枚を積層する際の位置合わせが予め
決まっているため、ダミーパターンを設ける際の自由度が高いものであった。
【００１３】
　しかし、パターン配線を一体的に設けない透明導電性フィルムの場合、ダミーパターン
を設ける際のパターンに工夫をしないと、透明導電性フィルムの汎用性を維持し難くなる
。つまり、パターンに工夫をしないと、タッチパネルに合わせ切断する際に、切断サイズ
や切断位置が制限されるという問題が生じる。
【００１４】
　そこで、本発明の目的は、透明導電層の標準化が可能なため、パターン配線と制御回路
の規格化が可能で、しかもパターン配線の形成を低コストで簡易に行えるため、トータル
の製造コストと製造工程を大幅に削減することができるタッチパネル部材、タッチパネル
、及び、タッチパネル部材の製造方法を提供することにある。
【００１５】
　また、本発明の別の目的は、両者のロール原反を組み合わせて使用することで、タッチ
パネルのパターン部を視認しにくくすることができ、しかもタッチパネルに合わせた切断
サイズや切断位置の制限の少ないロール原反セットを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　　上記目的は、下記の如き本発明により達成できる。　　　
　本発明のタッチパネル部材は、一定のピッチで平行に延びるパターン部を有する透明導
電層が透明フィルム基材の少なくとも片面側の主面に形成された電極部材と、前記パター
ン部のピッチに対応するピッチで配置された第１接続部、及び前記第１接続部から延びる
導電パターン部を有するフレキシブルな配線部材と、を備えることを特徴とする。
【００１７】
　本発明のタッチパネル部材によると、透明導電層が透明フィルム基材に形成された電極
部材を、パターン配線を形成するための配線部材とは別体で構成するため、多様な形状の
パターン配線とは無関係に、電極部材を設計することができる。そして、電極部材の透明
導電層が透明フィルム基材の少なくとも片面側の主面に形成され、しかも一定のピッチで
平行に延びるパターン部を有するため、一定のピッチで平行に延びるパターン部を有する
幅広の長尺体から適当なサイズに切断するだけで、電極部材を製造することができる。こ
のため、当該長尺体を標準化することで、透明導電層の標準化が可能となり、パターン配
線と制御回路の規格化が可能となる。そして、フレキシブルな配線部材が、電極部材のパ
ターン部のピッチに対応するピッチで配置された第１接続部から延びる導電パターン部を
有するため、簡易な構造で配線部材と電極部材を電気的に接続することができる。
【００１８】
　更に、導電パターン部を有するフレキシブルな配線部材は、それ自体が低コストで簡易
に製造できる上、これが電極部材の製造に影響しないため、トータルの製造コストと製造
工程を大幅に削減することができる。なお、このような本発明のタッチパネル部材は、１
対を積層して使用したり、又は透明導電層を透明フィルム基材の両面側に設けることで、
多点入力が可能なタッチパネルの製造に使用することができる。
【００１９】
　上記において、更に、前記電極部材のパターン部と前記第１接続部とを電気的に接続す
る導電接続部を備えることが好ましい。このような導電接続部を介して、簡易な構造で配
線部材と電極部材を電気的に接続することができる。
【００２０】
　また、前記透明導電層の２層が前記透明フィルム基材の両面側に設けられ、両面側に設
けられた前記パターン部が交差して配置されていると共に、各々の透明導電層に対して、
前記配線部材と導電接続部とを備えることが好ましい。この構造によると、パターン部が
交差して配置された透明導電層が、透明フィルム基材の両面側に設けられるため、入力時
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の位置検出を複数の位置で行うことができるので、多点入力が可能なタッチパネル部材と
なる。
【００２１】
　あるいは、前記パターン部の各々が接触せずに交差して配置されるように前記電極部材
が２層積層されていると共に、２層の透明導電層の各々に対して、前記配線部材と導電接
続部とを備えることが好ましい。この構造によると、パターン部の各々が接触せずに交差
して配置された電極部材が２層積層されているため、入力時の位置検出を複数の位置で行
うことができるので、多点入力が可能なタッチパネル部材となる。
【００２２】
　本発明では、前記２層の透明導電層の少なくとも一方には、前記パターン部の間に設け
たダミーパターン部であって、他方の前記パターン部のピッチに応じた規則性を有するダ
ミーパターン部を設けてあることが好ましい。このようなダミーパターン部を設けること
で、２層の透明導電層のパターン部の間を埋めるようにダミーパターン部を形成すること
ができ、パターン部の有無による透過率等の差異を少なくして、透明導電層をより視認し
にくくすることができる。
【００２３】
　あるいは、前記２層の透明導電層の一方の前記パターン部には、他方の前記パターン部
のピッチに応じてパターン幅を広げた複数の幅広部を設けてあり、前記２層の透明導電層
の他方の前記パターン部には、前記一方の前記パターン部のピッチに応じてパターン幅を
広げた複数の幅広部を設けてあることが好ましい。このような複数の幅広部を設けること
で、２層の透明導電層のパターン部の間の開口面積を小さくすることができ、パターン部
の有無による透過率等の差異を少なくして、透明導電層をより視認しにくくすることがで
きる。
【００２４】
　その際、前記２層の透明導電層のパターン部に設けられた前記幅広部は、菱形であるこ
とが好ましい。これにより、一方のパターン部に設けた菱形の幅広部と、他方のパターン
部に設けた菱形の幅広部とにより、２層の透明導電層のパターン部の間の開口面積を殆ど
無くすことができ、パターン部の有無による透過率等の差異をより少なくすることができ
る。また、一方のパターン部と他方のパターン部間の平面的な距離を近くすることで、位
置検出の感度も高くすることができる。
【００２５】
　一方、本発明のタッチパネルは、上記いずれかに記載のタッチパネル部材を備えること
を特徴とする。本発明のタッチパネルによると、上記の如き作用効果により、透明導電層
の標準化が可能なため、パターン配線と制御回路の規格化が可能で、しかもパターン配線
の形成を低コストで簡易に行えるため、トータルの製造コストと製造工程を大幅に削減す
ることができるタッチパネルを提供することにある。
【００２６】
　他方、本発明のタッチパネル部材の製造方法は、一定のピッチで平行に延びるパターン
部を有する透明導電層が透明フィルム基材の少なくとも片面側に形成された長尺体を巻回
したロール原反を準備する工程と、
　このロール原反から前記長尺体を繰り出した後、前記長尺体を切断して、一定のピッチ
で平行に延びるパターン部を有する透明導電層が透明フィルム基材の少なくとも片面側の
主面に形成された電極部材を得る工程と、
　前記パターン部のピッチに対応するピッチで配置された第１接続部、および第１接続部
から延びる導電パターン部を有するフレキシブルな配線部材を準備する工程と、
　前記電極部材のパターン部と前記配線部材の第１接続部とを電気的に接続して、タッチ
パネル部材を得る工程とを含むことを特徴とする。
【００２７】
　本発明のタッチパネル部材の製造方法によると、透明導電層が透明フィルム基材に形成
された電極部材を、パターン配線を形成するための配線部材とは別体で構成して、後に両
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者を接続するため、多様な形状のパターン配線とは無関係に、電極部材を設計することが
できる。そして、一定のピッチで平行に延びるパターン部を有する幅広の長尺体から適当
なサイズに切断するだけで、一定のピッチで平行に延びるパターン部を有する透明導電層
が透明フィルム基材の少なくとも片面側の主面に形成された電極部材を得ることができる
。このため、当該長尺体を標準化することで、透明導電層の標準化が可能となり、パター
ン配線と制御回路の規格化が可能となる。そして、フレキシブルな配線部材が、電極部材
のパターン部のピッチに対応するピッチで配置された第１接続部から延びる導電パターン
部を有するため、簡易な構造で配線部材と電極部材を電気的に接続することができる。
【００２８】
　更に、導電パターン部を有するフレキシブルな配線部材は、それ自体が低コストで簡易
に製造できる上、これが電極部材の製造に影響しないため、トータルの製造コストと製造
工程を大幅に削減することができる。なお、本発明で得られるタッチパネル部材は、１対
を積層して使用したり、又は透明導電層を透明フィルム基材の両面側に設けることで、多
点入力が可能なタッチパネルの製造に使用することができる。
【００２９】
　上記において、前記ロール原反のパターン部が、前記長尺体の長手方向又は幅方向に平
行に延びるものであることが好ましい。このような方向でパターン部が配置されることで
、動作エリアが矩形の場合に、面積収率をより高めることができる。
【００３０】
　また、前記ロール原反として、前記透明導電層が透明フィルム基材の両面側に形成され
、各々の前記透明導電層のパターン部が交差して配置された長尺体を巻回したものを準備
すると共に、各々の前記透明導電層のパターン部に対して、各々準備した前記配線部材の
第１接続部を電気的に接続することが好ましい。この方法によると、パターン部が交差し
て配置された透明導電層が、透明フィルム基材の両面側に設けられた電極部材が得られる
ため、入力時の位置検出を複数の位置で行うことができるので、多点入力が可能なタッチ
パネル部材となる。
【００３１】
　あるいは、前記ロール原反として、一定のピッチで平行に延びるパターン部を有する透
明導電層が透明フィルム基材の片面側に形成された長尺体を巻回したロール原反を２つ準
備すると共に、各々の前記ロール原反から得られる前記電極部材を、前記パターン部の各
々が接触せずに交差して配置されるように貼合する工程を更に含み、各々の前記透明導電
層のパターン部に対して、各々準備した前記配線部材の第１接続部を電気的に接続するこ
とが好ましい。この方法によると、パターン部の各々が接触せずに交差して配置された電
極部材が２層積層された電極部材が得られるため、入力時の位置検出を複数の位置で行う
ことができるので、多点入力が可能なタッチパネル部材となる。
【００３２】
　本発明では、前記ロール原反の両面側に形成された、又は２つの前記ロール原反の片面
側に形成された、前記２層の透明導電層の少なくとも一方には、前記パターン部の間に設
けたダミーパターン部であって、他方の前記パターン部のピッチに応じた規則性を有する
ダミーパターン部を設けてあることが好ましい。長尺体にこのようなダミーパターン部を
設けることで、２層の透明導電層のパターン部の間を埋めるようにダミーパターン部を形
成した電極部材を得ることができ、パターン部の有無による透過率等の差異を少なくして
、透明導電層をより視認しにくくすることができる。
【００３３】
　あるいは、前記ロール原反の両面側に形成された、又は２つの前記ロール原反の片面側
に形成された、前記２層の透明導電層の一方の前記パターン部には、他方の前記パターン
部のピッチに応じてパターン幅を広げた複数の幅広部を設けてあり、前記２層の透明導電
層の他方の前記パターン部には、前記一方の前記パターン部のピッチに応じてパターン幅
を広げた複数の幅広部を設けてあることが好ましい。長尺体にこのような複数の幅広部を
設けることで、２層の透明導電層のパターン部の間の開口面積を小さくした電極部材を得
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ることができ、パターン部の有無による透過率等の差異を少なくして、透明導電層をより
視認しにくくすることができる。
【００３４】
　その際、前記２層の透明導電層のパターン部に設けられた前記幅広部は、菱形であるこ
とが好ましい。これにより、一方のパターン部に設けた菱形の幅広部と、他方のパターン
部に設けた菱形の幅広部とにより、２層の透明導電層のパターン部の間の開口面積を殆ど
無くすことができ、パターン部の有無による透過率等の差異をより少なくすることができ
る。また、一方のパターン部と他方のパターン部間の平面的な距離を近くすることで、位
置検出の感度も高くすることができる。
【００３５】
　また、本発明のロール原反セットは、透明フィルム基材と、その透明フィルム基材の片
面側に形成され、一定のピッチで平行に延びるパターン部を有する透明導電層と、を含む
長尺体を巻回したロール原反の組み合わせからなるロール原反セットであって、少なくと
も一方の前記ロール原反における前記透明導電層のパターン部間の各々には、ダミーパタ
ーン部を設けてあり、そのダミーパターン部の各々は、前記パターン部の延びる方向に沿
って、他方の前記ロール原反における前記透明導電層のパターン部のピッチに応じた規則
性を有していることを特徴とする。
【００３６】
　本発明のロール原反セットによると、透明導電層が透明フィルム基材に形成された電極
部材を、パターン配線を形成するための配線部材とは別体で構成することができ、多様な
形状のパターン配線とは無関係に、汎用性の高いタッチパネル用電極部材を得ることがで
きる。その際、各々の長尺体を繰り出して適当なサイズに切断するだけで、一定のピッチ
で平行に延びるパターン部を有する電極部材の組み合わせを得ることができる。
【００３７】
　そして、少なくとも一方の前記ロール原反における前記透明導電層のパターン部間の各
々には、ダミーパターン部を設けてあるため、タッチパネルのパターン部を視認しにくく
することができる。また、ダミーパターン部の各々は、前記パターン部の延びる方向に沿
って、他方の前記ロール原反における前記透明導電層のパターン部のピッチに応じた規則
性を有しているため、一方のロール原反から得られた電極部材の規則性の周期に合わせて
、他方のロール原反から電極部材を切断・積層するだけで、格子状のパターン部に対して
適切な位置にダミーパターン部を配置することができる（即ち、規則性の周期さえ合わせ
ておけば、任意の位置で切断可能となる）。更に、各々のパターン部とダミーパターン部
とが周期的に繰り返す構造であるため、切断サイズの制限も少ない。このため、タッチパ
ネルに合わせた切断サイズや切断位置の制限の少ないロール原反セットとすることができ
る。
【００３８】
　上記において、前記ダミーパターン部の各々が、同じ形状と規則性で形成されているこ
とが好ましい。この構造によると、ダミーパターン部を１ピッチ分ズラしても、同じダミ
ーパターン部となるため、ダミーパターン部の各々が、周期的に同じ形状と規則性を繰り
返す場合と比較して、切断サイズや切断位置の制限をより少なくすることができる。
【００３９】
　また、少なくとも一方の前記ロール原反における前記透明導電層のパターン部が、一定
の線幅で直線状に形成されていることが好ましい。この構造によると、一定の線幅で直線
状にパターン部を有するため、投影型静電容量方式のタッチパネルの入力の検出精度が高
まると共に、ロール原反又は電極部材を標準化した場合の制御回路などを、より簡易な構
成することができる。
【００４０】
　本発明では、一方の前記ロール原反における前記透明導電層のパターン部が、長尺体の
長手方向に平行に延びており、他方の前記ロール原反における前記透明導電層のパターン
部が、長尺体の幅方向に平行に延びていてもよい。その場合、両者の長尺体を連続的に積
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層一体化するだけで、パターン部を格子状に配置できるため、連続的な積層工程により生
産性をより高めることができる。
【００４１】
　あるいは、両方の前記ロール原反における前記透明導電層のパターン部が、長尺体の長
手方向に平行に延びていてもよい。その場合、連続的にパターン部をストライプ状に形成
することができ、ロール原反の生産性をより高めることができる。
【００４２】
　また、両方の前記ロール原反における前記透明導電層のパターン部が、長尺体の幅方向
に平行に延びていてもよい。その場合、連続的にパターン部をストライプ状に形成するこ
とができ、ロール原反の生産性をより高めることができる。
【００４３】
　即ち、本発明のロール原反セットは、透明フィルム基材と、その透明フィルム基材の片
面側に形成され、一定のピッチで平行に延びるパターン部を有する透明導電層と、を含む
長尺体を巻回したロール原反の組み合わせからなるロール原反セットであって、一方の前
記ロール原反における前記透明導電層のパターン部には、他方の前記ロール原反における
前記透明導電層のパターン部のピッチに応じてパターン幅を広げた複数の幅広部を設けて
あり、前記他方のロール原反における前記透明導電層のパターン部には、前記一方のロー
ル原反における前記透明導電層のパターン部のピッチに応じてパターン幅を広げた複数の
幅広部を設けてあることを特徴とする。
【００４４】
　本発明のロール原反セットによると、透明導電層が透明フィルム基材に形成された電極
部材を、パターン配線を形成するための配線部材とは別体で構成することができ、多様な
形状のパターン配線とは無関係に、汎用性の高いタッチパネル用電極部材を得ることがで
きる。その際、各々の長尺体を繰り出して適当なサイズに切断するだけで、一定のピッチ
で平行に延びるパターン部を有する電極部材の組み合わせを得ることができる。
【００４５】
　そして、一方の前記ロール原反における前記透明導電層のパターン部には、他方の前記
ロール原反における前記透明導電層のパターン部のピッチに応じてパターン幅を広げた複
数の幅広部を設けてあり、前記他方のロール原反における前記透明導電層のパターン部に
は、前記一方のロール原反における前記透明導電層のパターン部のピッチに応じてパター
ン幅を広げた複数の幅広部を設けてあるため、両方のパターン部の幅広部が両方の非パタ
ーン部を補完しあうことで、タッチパネルのパターン部を視認しにくくすることができる
。また、この構成によって、一方のロール原反から得られた電極部材の規則性の周期に合
わせて、他方のロール原反から電極部材を切断・積層するだけで、両方の非パターン部を
補完しあうようにパターン部を配置することができる（即ち、規則性の周期さえ合わせて
おけば、任意の位置で切断可能となる）。更に、各々のパターン部が周期的に繰り返す構
造であるため、切断サイズの制限も少ない。このため、タッチパネルに合わせた切断サイ
ズや切断位置の制限の少ないロール原反セットとすることができる。
【００４６】
　上記において、少なくとも一方の前記ロール原反における前記透明導電層のパターン部
の各々は、前記幅広部を構成する同じ大きさの複数の正方形が対角頂部で連結した形状で
あることが好ましい。同じ大きさの複数の正方形が対角頂部で連結した形状とすることで
、両方の透明導電層のパターン部のピッチをほぼ同じにすることができ、縦横の検出精度
を近づけることができる。また、非パターン部も同じ大きさの複数の正方形が対角頂部で
連結した形状となるため、他方の透明導電層のパターン部により当該非パターン部を補完
するのが容易になる。
【００４７】
　その際、両方の前記ロール原反における前記透明導電層のパターン部の各々は、前記幅
広部を構成する複数の正方形が対角頂部で連結した形状であり、両方の前記ロール原反に
おける正方形がほぼ同じ大きさであることが好ましい。この形状によると、両方のパター
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ン部の幅広部が各々の非パターン部を補完しあうことで、ほぼ完全に非パターン部をなく
すことができ、タッチパネルのパターン部をより視認しにくくすることができる。
【００４８】
　また、少なくとも一方の前記ロール原反における前記透明導電層のパターン部の各々は
、前記幅広部を構成する同じ大きさの複数の正方形の対角頂部同士を一定幅のパターンで
連結した形状であることが好ましい。このような形状の場合も、他方の透明導電層のパタ
ーン部により非パターン部を補完するのが容易になる。また、対角頂部同士を一定幅のパ
ターンで連結しているため、最も線幅の狭い部分で切断等を生じにくくすることができる
。
【００４９】
　あるいは、少なくとも一方の前記ロール原反における前記透明導電層のパターン部の各
々は、一対のサインカーブ様の曲線によって前記幅広部を曲線間に繰り返し形成した形状
であることが好ましい。このような形状の場合も、他方の透明導電層のパターン部により
非パターン部を補完するのが容易になる。
【図面の簡単な説明】
【００５０】
【図１】本発明のタッチパネル部材の一例を示す図であり、（ａ）は平面図、（ｂ）その
部分拡大図、（ｃ）はその断面図を示す。
【図２】本発明のタッチパネル部材の他の例を示す図であり、（ａ）は平面図、（ｂ）そ
の部分拡大図、（ｃ）はその断面図を示す。
【図３】本発明のタッチパネル部材の他の例を示す図であり、（ａ）は平面図、（ｂ）そ
の部分拡大図、（ｃ）はその断面図を示す。
【図４】本発明のタッチパネル部材の要部の例を示す平面図である。
【図５】本発明のタッチパネル部材の他の例を示す平面図であり、（ａ）はパターン部が
菱形の幅広部を有する例、（ｂ）はパターン部がサインカーブ様の幅広部を有する例を示
す。
【図６】本発明のタッチパネル部材の製造方法の一例を示す図である。
【図７】本発明のタッチパネル部材の積層構造の他の例を示す断面図である。
【図８Ａ】本発明に用いられるロール原反の一例を示す図であり、（ａ）は斜視図、（ｂ
）その一部を拡大した平面図、（ｃ）は長尺体の積層構造を示す断面図である。
【図８Ｂ】本発明に用いられるロール原反の一例を示す図であり、（ａ）は斜視図、（ｂ
）その一部を拡大した平面図、（ｃ）は長尺体の積層構造を示す断面図である。
【図８Ｃ】本発明に用いられるロール原反の一例を示す図であり、（ａ）は斜視図、（ｂ
）その一部を拡大した平面図、（ｃ）は長尺体の積層構造を示す断面図である。
【図８Ｄ】本発明に用いられるロール原反の一例を示す図であり、（ａ）は斜視図、（ｂ
）その一部を拡大した平面図、（ｃ）は長尺体の積層構造を示す断面図である。
【図９Ａ】本発明に用いられるロール原反の要部の他の例を示す平面図である。
【図９Ｂ】本発明に用いられるロール原反の要部の他の例を示す平面図である。
【図１０Ａ】本発明に用いられるロール原反の要部の他の例を示す平面図である。
【図１０Ｂ】本発明に用いられるロール原反の要部の他の例を示す平面図である。
【図１１】本発明に用いられるロール原反の長尺体の積層構造の他の例を示す断面図であ
る。
【図１２】得られるタッチパネル部材の一例を示す図であり、（ａ）は平面図、（ｂ）そ
の部分拡大図、（ｃ）はその断面図を示す。
【図１３Ａ】得られるタッチパネル部材の他の例を示す図であり、（ａ）は平面図、（ｂ
）その部分拡大図、（ｃ）はその断面図を示す。
【図１３Ｂ】得られるタッチパネル部材の他の例を示す図であり、（ａ）は平面図、（ｂ
）その部分拡大図、（ｃ）はその断面図を示す。
【図１３Ｃ】得られるタッチパネル部材の他の例を示す図であり、（ａ）は平面図、（ｂ
）その部分拡大図、（ｃ）はその断面図を示す。
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【図１４Ａ】本発明のタッチパネル部材の製造方法の他の例を示す斜視図である。
【図１４Ｂ】本発明のタッチパネル部材の製造方法の他の例を示す斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００５１】
　（タッチパネル部材の構造）
　本発明のタッチパネル部材は、図１（ａ）～（ｃ）に示すように、透明導電層１２が透
明フィルム基材１１の少なくとも片面側の主面に形成された電極部材１０と、導電パター
ン部２２を有するフレキシブルな配線部材２０とを備えている。図１に示した例では、透
明導電層１２が透明フィルム基材１１の片面側の主面に形成された電極部材１０と配線部
材２０との一対で、タッチパネル部材を構成している。このようなタッチパネル部材は、
複数を積層する事で（図３参照）、多点入力が可能なタッチパネル部材とすることができ
る。また、図１に示した例では、電極部材１０と配線部材２０とを電気的に接続する導電
接続部３０を備えている。
【００５２】
　電極部材１０は、一定のピッチで平行に延びるパターン部１２ａを有する透明導電層１
２が、透明フィルム基材１１の片面側（図１（ｃ）参照）又は両面側（図２（ｃ）参照）
の主面に形成されたものである。ここで、透明導電層１２が主面に形成されるとは、パタ
ーン部１２ａが透明フィルム基材１１のほぼ全体（面積で８０％以上、好ましくは９０％
以上、より好ましくは９５％以上）に形成されている状態を指す。
【００５３】
　図１に示した例では、透明導電層１２が、電極部材１０の長辺に平行な方向に延び、各
々が一定幅であるパターン部１２ａを有している。電極部材１０の外形は、長方形又は正
方形が一般的であるが、その他の形状なども可能である。平行に延びるパターン部１２ａ
の方向は、長辺に対して傾斜した方向でもよいが、動作エリアを考慮すると、電極部材１
０の長辺又は短辺に平行な方向に延びることが好ましい。
【００５４】
　パターン部１２ａのピッチ（中心線同士の間隔）については、通常、静電容量方式では
、指のサイズが決まっているために、ピッチは１～１０ｍｍが好ましく、２～６ｍｍがよ
り好ましい。
【００５５】
　また、パターン部１２ａの１本の幅は、一定である必要はないが、一定であるか又は周
期的に幅が変化すること（図５参照）が好ましい。パターン部１２ａの幅が一定である場
合、入力の検出精度の観点から幅が１～１０ｍｍが好ましく、２～５ｍｍがより好ましい
。また、パターン部１２ａの幅が変化する場合、検出感度の理由から、ピッチと近い方が
良いが、加工精度によっては近すぎると隣接するパターン部と短絡する可能性がある。よ
って、最も広い部分の幅が、パターン部１２ａのピッチの７０～９８％が好ましいく、８
０～９５％がより好ましい。
【００５６】
　本発明では、パターン部１２ａのピッチ、線幅、材質を標準化することができる。配線
幅も標準化（例えば１ｍｍ）することによって、ＩＴＯ等で成形したパターン部１２ａの
単位長さあたりの配線抵抗も標準化することができる。このような電極部材１０を用いる
ことで、後述する様に制御回路を構成するＩＣの仕様も規格化することができる。
【００５７】
　また、１本のパターン部１２ａの各々は、直線である必要はなく、例えば波形、ジグザ
グ形状で平行に延びていてもよい。つまり、本発明では、１本のパターン部１２ａの各々
が接触することなく、波形等の基準となる中心線が平行に延びていていればよい。
【００５８】
　透明フィルム基材１１のサイズは、入力部に相当する部分の大きさとして、ディスプレ
イのサイズに応じて適切なサイズに設定することができる。静電容量方式の場合、透明導
電性フィルムのシート抵抗などから、モバイル機器への適応がより好ましい。例えば、携
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帯電話やスマートフォンの３インチ～５インチサイズから、タブレットＰＣの６インチ～
１０インチ、ノートＰＣやモニターの１０インチ～２０インチ程度まで用いることができ
る。しかしながら、本発明の方式の場合、限定するものではないが、配線部材との接続の
観点からいえば、装置サイズは小さい方がより好ましい。なお、本発明では、透明導電層
の標準化が可能となるが、入力部に相当する部分の大きさに応じて、何段階かに分けて、
パターン部１２ａのピッチ、幅、表面抵抗値などを設定しておくことが好ましい。
【００５９】
　フレキシブルな配線部材２０は、前記パターン部１２ａのピッチに対応するピッチで配
置された第１接続部２１、および第１接続部２１から延びる導電パターン部２２を有する
。フレキシブルな配線部材２０は、フレキシブルプリント回路基板（ＦＰＣ）と同様の構
造とすることができ、例えば、フレキシブルな絶縁基材２３に導電パターン部２２等を形
成したものである。図示した例では、第１接続部２１のピッチより、導電パターン部２２
のピッチを狭めることで、配線密度を高めた部分を設ける例を示す。
【００６０】
　配線部材２０は、電極部材１０と電気的に接続するために、電極部材１０に対して重ね
て配置される。配線部材２０は、その第１接続部２１が電極部材１０のパターン部１２ａ
と対向するように重ねて配置される。重ね代の長さは、パターン部１２ａと第１接続部２
１との接続を良好に行う観点から、重ね代の長さは長い方が好ましい。しかしながら、狭
額縁化の観点からいえば、接続部は信頼性が確保できる範囲で短い方が好ましい。限定す
るものではないが、通常０．５～１０ｍｍが好ましく、１～５ｍｍがより好ましい。
【００６１】
　第１接続部２１の線幅は、透明導電層１２のパターン部１２ａとの電気的な接続を良好
にする観点から、パターン部１２ａと同程度の線幅が好ましく、０．３～３ｍｍが好まし
い。また、配線抵抗の観点からいえば、できるだけ線幅は広い方が好ましい。
【００６２】
　導電パターン部２２の第１接続部２１とは逆の端部には、外部の配線基板と接続するた
めの外部側接続部を設けてもよい。つまり、本発明における配線部材２０は、タッチパネ
ルと外部の配線基板を結ぶＦＰＣを兼ねることができる。
【００６３】
　配線部材２０は、パターン部１２ａのピッチに対応するピッチで配置された第１接続部
２１を設けるため、電極部材１０の標準化されたストライプパターンに対応したピッチに
て第１接続部２１が形成されている。そのため、配線部材２０も透明導電層１２のパター
ン部１２ａの本数に合わせて、何段階かに分けて製造する（規格化）ことができる。
【００６４】
　導電接続部３０は、前記電極部材１０のパターン部１２ａと前記第１接続部２１とを電
気的に接続するものである。導電接続部３０としては、ハンダ等のソルダによる接続、異
方性導電材料による接続、導電性ペーストによる接続、物理的な接触、低融点金属による
融着などが挙げられる。本発明では、異方性導電材料により導電接続部３０が形成される
ことが好ましい。
【００６５】
　異方性導電材料は、導電粒子が接着剤中に均一に分散されている高分子膜であって、膜
の厚み方向にのみ導通させることができるものである。異方性導電材料を用いた電気的な
接続は、電極部材１０のパターン部１２ａと、配線部材２０の第１接続部２１との間に、
帯状の異方性導電材料を介在させ、次いで、それらを熱圧着すればよい。
【００６６】
　異方性導電材料の厚みは、通常、２５～５０μｍ程度であり、また、熱圧着は、異方性
導電材料の種類にもよるが、例えば、圧力２～４ＭＰａ、温度１７０～２２０℃で加圧お
よび加熱すればよい。
【００６７】
　本発明では、図２に示すように、透明導電層１２の２層が前記透明フィルム基材１１の
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両面側に設けられ、両面側に設けられた前記パターン部１２ａが交差して配置されている
と共に、各々の透明導電層１２に対して、配線部材２０と導電接続部３０とを備えていて
もよい。
【００６８】
　本発明において、パターン部１２ａ同士が交差する角度は、４５度以上が好ましいが、
８５度以上がより好ましく、９０度が最も好ましい。図示した例では、パターン部１２ａ
同士が交差する角度が９０度である場合を示す。
【００６９】
　各々の配線部材２０は、電極部材１０と電気的に接続するために、電極部材１０に対し
て重ねて配置される。各々の配線部材２０は、その第１接続部２１が電極部材１０の両面
のパターン部１２ａに対向するように重ねて配置される。従って、一方の配線部材２０は
第１接続部２１と導電パターン部２２とが下側に配置され、他方の配線部材２０は第１接
続部２１と導電パターン部２２とが上側に配置される。
【００７０】
　電極部材１０の長辺の一方と短辺の一方には、各々の配線部材２０との重ね代が存在す
る。これらの２箇所の重ね代が存在するため、各々の配線部材２０は、電極部材１０の長
辺と短辺より短い範囲に対して電気的に接続される。つまり、重ね代の裏側に存在するパ
ターン部１２ａは使用されないことになる。そして、電極部材１０の四隅の１つの頂点付
近は、両面のパターン部１２ａが使用されないため、この部分を削除することも可能であ
る。
【００７１】
　本発明では、図３に示すように、２層の電極部材１０が積層された構造でもよい。つま
り、パターン部１２ａの各々が接触せずに交差して配置されるように前記電極部材１０が
２層積層されていると共に、２層の透明導電層１２の各々に対して、前記配線部材２０と
導電接続部３０とを備えていてもよい。図示した例では、２層の電極部材１０のパターン
部１２ａが共に上側に配置される例を示す。両者の積層は透明な接着剤、透明な粘着剤、
透明な接着フィルムなどを用いて行うことが可能である。
【００７２】
　このため、２つの配線部材２０は第１接続部２１と導電パターン部２２とが共に下側に
配置されている。そして、２層の電極部材１０は形状が異なっており、入力に使用される
部分の外側に配線部材２０との重ね代となる部分を設けている。下側に配置される電極部
材１０は、図面の上側に延長した重ね代となる部分を設けて、上側に配置される電極部材
１０から、その重ね代となる部分を露出させている。一方、上側に配置される電極部材１
０は、図面の右側に延長した重ね代となる部分を設けて、下側に配置される電極部材１０
と重ならない形状にしている。
【００７３】
　２層の電極部材１０が積層される場合、上側の電極部材１０のパターン部１２ａが上側
に配置され、下側の電極部材１０のパターン部１２ａが下側に配置されるように積層して
もよい。この場合、図２に示す構造と類似の構造となる。
【００７４】
　また、上側の電極部材１０のパターン部１２ａが下側に配置され、下側の電極部材１０
のパターン部１２ａが上側に配置されるように積層してもよい。この場合、パターン部１
２ａが接触しないように、透明な絶縁フィルムを介在させるなどして、２層の電極部材１
０を接着等するのが好ましい。このように、電極部材１０のパターン部１２ａ同士を対向
させて積層する場合、下側に配置される電極部材１０は、上側に配置される電極部材１０
から、その重ね代となる部分を露出させ、上側に配置される電極部材１０は、下側に配置
される電極部材１０から、その重ね代となる部分を露出させることが好ましい。
【００７５】
　本発明では、図４（ａ）～（ｃ）に示すように、２層の透明導電層１２の少なくとも一
方には、前記パターン部１２ａの間に設けたダミーパターン部１２ｂ、１２ｃであって、
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他方の前記パターン部１２ａのピッチに応じた規則性を有するダミーパターン部１２ｂ、
１２ｃを設けることも可能である。ここで、ピッチに応じた規則性とは、ピッチのほぼ整
数倍（１倍、２倍、３倍など）又は整数分の１（１／２倍、１／３倍など）の周期でダミ
ーパターン部１２ｂ、１２ｃが設けられていることを指す。
【００７６】
　図４（ａ）に示す例では、２層の透明導電層１２の一方（表側）のみに、表側のダミー
パターン部１２ｂを設けた例が示されており、図４（ｂ）に示す例では、２層の透明導電
層１２の一方に表側のダミーパターン部１２ｂを、他方に裏側のダミーパターン部１２ｃ
を設けた例が示されている。図４（ｃ）に示す例では、２層のパターン部１２ａによって
生じる格子の内部に、複数のダミーパターン部１２ｂ、１２ｃを設けた例である。
【００７７】
　上記のダミーパターン部１２ｂ、１２ｃは、いずれも２層のパターン部１２ａによって
生じる格子の内部に設けた例を示すが、裏側のパターン部１２ａを横切るダミーパターン
部１２ｂ、１２ｃを設けてもよい。これにより、ピッチのほぼ整数倍の規則性を有するダ
ミーパターン部１２ｂ、１２ｃを設けることが可能となる。
【００７８】
　本発明では、図５（ａ）～（ｂ）に示すように、透明導電層１２のパターン部１２ａの
パターン幅を変化させることも可能である。その場合、２層の透明導電層１２の一方の前
記パターン部１２ａには、他方の前記パターン部１２ａのピッチに応じてパターン幅を広
げた複数の幅広部を設けてあり、前記２層の透明導電層１２の他方の前記パターン部１２
ａには、前記一方の前記パターン部１２ａのピッチに応じてパターン幅を広げた複数の幅
広部を設けることが好ましい。図５（ａ）に示した例では、透明フィルム基材１１の両面
側に２層の透明導電層１２が設けられ、そのパターン部１２ａに設けた前記幅広部が、菱
形である場合の例が示されている。図５（ｂ）に示した例では、透明フィルム基材１１の
両面側に２層の透明導電層１２が設けられ、そのパターン部１２ａに設けた前記幅広部が
、サインカーブ様である場合の例が示されている。
【００７９】
　このような２層の透明導電層１２は、前述した例（図３参照）のように、２つの電極部
材１０を積層して構成することも可能である。また、パターン部１２ａに設けた幅広部の
形状としては、菱形又はサインカーブ様に限らず、円形、多角形などの連接した形状でも
よい。
【００８０】
　以上の説明では、透明導電層１２が、透明フィルム基材１１の片面側又は両面側に直に
形成された例を示したが、本発明では、図７（ａ）～（ｃ）に示すように、透明導電層１
２と透明フィルム基材１１との間に他の層を設けたり、透明導電層１２又は透明フィルム
基材１１の表面に他の層を設けることも可能である。
【００８１】
　図７（ａ）に示す例では、透明導電層１２と透明フィルム基材１１との間に誘電体層１
３を設けた例を示す。誘電体層１３は、透明導電層１２のパターン部１２ａの有無による
視認性の相違を抑制するために設けることができる。誘電体層１３は、複数の層で構成す
ることも可能である。また、透明導電層１２と透明フィルム基材１１との間には、他に、
ハードコート層、誘電率調整層、反射防止（低反射化）層などを設けることが可能である
。
　図７（ｂ）に示す例では、更に透明導電層１２の表面にハードコート層１４を設けた例
を示す。ハードコート層１４は、透明基体を介して設けることも可能である。透明基体を
設ける場合、その積層には、透明な粘着剤層などが使用される。
【００８２】
　図７（ｃ）に示す例では、更に透明フィルム基材１１の表面に透明な粘着剤層１９を設
けた例を示す。粘着剤層１９は、２つの電極部材１０を積層したり、透明基体や液晶セル
などの他の部材と積層する際に、使用することができる。粘着剤層１９には、必要に応じ
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てセパレータが積層される。
【００８３】
　（タッチパネル部材の材料）
　本発明における電極部材１０は、透明導電層１２と透明フィルム基材１１とで主に構成
されるが、必要に応じて、誘電体層１３、ハードコート層１４、粘着剤層１９、透明基体
等が設けられる。
【００８４】
　透明フィルム基材１１としては、特に制限されないが、透明性を有する各種のプラスチ
ックフィルムが用いられる。例えば、その材料として、ポリエステル系樹脂、アセテート
系樹脂、ポリエーテルスルホン系樹脂、ポリカーボネート系樹脂、ポリアミド系樹脂、ポ
リイミド系樹脂、ポリオレフィン系樹脂、シクロオレフィン系樹脂、（メタ）アクリル系
樹脂、ポリ塩化ビニル系樹脂、ポリ塩化ビニリデン系樹脂、ポリスチレン系樹脂、ポリビ
ニルアルコール系樹脂、ポリアリレート系樹脂、ポリフェニレンサルファイド系樹脂等が
挙げられる。これらの中で特に好ましいのは、ポリエステル系樹脂、ポリカーボネート系
樹脂、ポリオレフィン系樹脂、シクロオレフィン系樹脂である。
【００８５】
　パターン部１２ａと開口部との間の反射率差をより効果的に低減する観点から、透明フ
ィルム基材１１の屈折率は、１．４５以上であることが好ましく、１．５０～１．７０で
あることがより好ましく、１．５５～１．７０であることがさらに好ましい。屈折率を上
記範囲とする観点から、透明フィルム基材１１の材料としては、ポリエチレンテレフタレ
ートやポリエチレンナフタレート等のポリエステル系樹脂が好適に用いられる。
【００８６】
　透明フィルム基材１１の厚みは、２～２００μｍの範囲内であることが好ましく、２～
１００μｍの範囲内であることがより好ましい。透明フィルム基材１１の厚みが２μｍ未
満であると、透明フィルム基材１１の機械的強度が不足する場合がある。
【００８７】
　透明フィルム基材１１には、表面に予めスパッタリング、コロナ放電、火炎、紫外線照
射、電子線照射、化成、酸化などのエッチング処理や下塗り処理を施して、フィルム基材
上に形成される誘電体層１３等との密着性を向上させるようにしてもよい。
【００８８】
　誘電体層１３の材料としては、ＮａＦ（１．３）、Ｎａ３ＡｌＦ６（１．３５）、Ｌｉ
Ｆ（１．３６）、ＭｇＦ２（１．３８）、ＣａＦ２（１．４）、ＢａＦ２（１．３）、Ｂ
ａＦ２（１．３）、ＳｉＯ２（１．４６）、ＬａＦ３（１．５５）、ＣｅＦ（１．６３）
、Ａｌ２Ｏ３（１．６３）などの無機物〔（　）内の数値は屈折率を示す〕や、屈折率が
１．４～１．６程度のアクリル樹脂、ウレタン樹脂、メラミン樹脂、アルキド樹脂、シロ
キサン系ポリマー、有機シラン縮合物などの有機物、あるいは上記無機物と上記有機物の
混合物が挙げられる。
【００８９】
　誘電体層１３は、上記の材料を用いて、真空蒸着法、スパッタリング法、イオンプレー
ティング法等のドライコーティング法、およびウェットコーティング法（塗工法）等によ
り製膜できる。
【００９０】
　また、誘電体層１３の厚みは、８ｎｍ以上であることが好ましく、１０ｎｍ以上である
ことがより好ましく、１５ｎｍ以上であることがさらに好ましい。
【００９１】
　透明導電層１２としては、前述の通り、誘電体層１３よりも屈折率が大きいものが好適
に用いられる。透明導電層１２の屈折率は、通常、１．９５～２．０５程度である。
【００９２】
　前記透明導電層１２の構成材料は特に限定されず、インジウム、スズ、亜鉛、ガリウム
、アンチモン、チタン、珪素、ジルコニウム、マグネシウム、アルミニウム、金、銀、銅
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、パラジウム、タングステンからなる群より選択される少なくとも１種の金属の金属酸化
物が好適に用いられる。当該金属酸化物には、必要に応じて、さらに上記群に示された金
属原子を含んでいてもよい。例えば酸化スズを含有する酸化インジウム（ＩＴＯ）、アン
チモンを含有する酸化スズ（ＡＴＯ）などが好ましく用いられる。
【００９３】
　また、銀や金、銅、アルミニウムなどの良導体金属のナノワイヤーを塗布したものも用
いることができる。これら良導体金属の粒子を銀塩写真法などの方法で現出させたものや
、カーボンナノチューブを分散させた溶液を塗布乾燥させて作製することもできる。また
、銀塩写真法の場合、ハロゲン化銀を露光により還元して粒子を形成するため、露光時に
パターン化した光を当てることで、直接回路パターンを形成することもできる。
【００９４】
　透明導電層１２の厚みは特に制限されないが、その表面抵抗を１×１０３Ω／□以下の
良好な導電性を有する連続被膜とするには、厚みを１０ｎｍ以上とするのが好ましい。膜
厚が、厚くなりすぎると透明性の低下などをきたすため、１５～３５ｎｍであることが好
ましく、より好ましくは２０～３０ｎｍの範囲内である。透明導電層の厚みが１０ｎｍ未
満であると膜表面の電気抵抗が高くなり、かつ連続被膜になり難くなる。また、透明導電
層の厚みが３５ｎｍを超えると透明性の低下などをきたす場合がある。
【００９５】
　透明導電層１２の形成方法は特に限定されず、従来公知の方法を採用することができる
。具体的には、例えば真空蒸着法、スパッタリング法、イオンプレーティング法を例示で
きる。また、必要とする膜厚に応じて適宜の方法を採用することもできる。なお、透明導
電層１２を形成した後、必要に応じて、加熱アニール処理を施して結晶化することができ
る。
【００９６】
　なお、エッチングにより透明導電層１２をパターン化する場合、先に透明導電層１２の
結晶化を行うと、エッチングが困難となる場合がある。そのため、透明導電層１２のアニ
ール処理は、透明導電層１２をパターン化した後に行うことが好ましい。
【００９７】
　電極部材１０は、透明フィルム基材１１の片面または両面に、誘電体層１３および透明
導電層１２が上記のように積層されるものであれば、その製造方法は特に制限されない。
例えば、常法に従って、透明フィルム基材の片面または両面に、透明フィルム基材１１側
から誘電体層１３を介して、透明導電層１２を有する透明導電性フィルムを作製した後に
、必要に応じて透明導電層１２を、エッチングしてパターン化することにより製造するこ
とができる。エッチングに際しては、パターンを形成するためのマスクによりパターン部
１２ａを覆って、エッチング液により、透明導電層１２をエッチングする方法が好適に用
いられる。
【００９８】
　透明導電層１２としては、酸化スズを含有する酸化インジウム、アンチモンを含有する
酸化スズが好適に用いられるため、エッチング液としては、酸が好適に用いられる。酸と
しては、例えば、塩化水素、臭化水素、硫酸、硝酸、リン酸等の無機酸、酢酸等の有機酸
、およびこれらの混合物、ならびにそれらの水溶液があげられる。
【００９９】
　２つの電極部材１０等を透明な粘着剤層１９を介して２枚積層する場合、粘着剤層１９
としては、透明性を有するものであれば特に制限なく使用できる。具体的には、例えば、
アクリル系ポリマー、シリコーン系ポリマー、ポリエステル、ポリウレタン、ポリアミド
、ポリビニルエーテル、酢酸ビニル／塩化ビニルコポリマー、変性ポリオレフィン、エポ
キシ系、フッ素系、天然ゴム、合成ゴム等のゴム系などのポリマーをベースポリマーとす
るものを適宜に選択して用いることができる。特に、光学的透明性に優れ、適度な濡れ性
、凝集性及び接着性等の粘着特性を示し、耐候性や耐熱性等にも優れるという点からは、
アクリル系粘着剤が好ましく用いられる。
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【０１００】
　粘着剤層１９の構成材料である粘着剤の種類によっては、適当な粘着用下塗り剤を用い
ることで投錨力を向上させることが可能なものがある。従って、そのような粘着剤を用い
る場合には、粘着用下塗り剤を用いることが好ましい。
【０１０１】
　前記粘着剤層１９には、ベースポリマーに応じた架橋剤を含有させることができる。ま
た、粘着剤層１９には必要に応じて例えば天然物や合成物の樹脂類、ガラス繊維やガラス
ビーズ、金属粉やその他の無機粉末等からなる充填剤、顔料、着色剤、酸化防止剤などの
適宜な添加剤を配合することもできる。また透明微粒子を含有させて光拡散性が付与され
た粘着剤層１９とすることもできる。
【０１０２】
　前記粘着剤層１９は、通常、ベースポリマー又はその組成物を溶剤に溶解又は分散させ
た固形分濃度が１０～５０重量％程度の粘着剤溶液として用いられる。前記溶剤としては
、トルエンや酢酸エチル等の有機溶剤や水等の粘着剤の種類に応じたものを適宜に選択し
て用いることができる。
【０１０３】
　粘着剤層１９の露出面には、セパレータが添設されていてもよい。セパレータを用いて
粘着剤層１９を転写する場合、その様なセパレータとしては、例えばポリエステルフィル
ムの少なくとも粘着剤層１９と接着する面に移行防止層及び／又は離型層が積層されたポ
リエステルフィルム等を用いるのが好ましい。
【０１０４】
　前記セパレータの総厚は、３０μｍ以上であることが好ましく、６０～１００μｍの範
囲内であることがより好ましい。粘着剤層１９の形成後、ロール状態にて保管する場合に
、ロール間に入り込んだ異物等により発生することが想定される粘着剤層１９の変形（打
痕）を抑制する為である。
【０１０５】
　前記移行防止層としては、ポリエステルフィルム中の移行成分、特に、ポリエステルの
低分子量オリゴマー成分の移行を防止する為の適宜な材料にて形成することができる。前
記離型層としては、シリコーン系、長鎖アルキル系、フッ素系、硫化モリブテン等の適宜
な剥離剤からなるものを形成することができる。
【０１０６】
　透明基体の外表面等には、ハードコート層（樹脂層）１４を設けることもできる。ハー
ドコート層１４としては、例えば、メラミン系樹脂、ウレタン系樹脂、アルキド系樹脂、
アクリル系樹脂、シリコーン系樹脂などの硬化型樹脂からなる硬化被膜が好ましく用いら
れる。ハードコート層１４の厚みは、０．１～３０μｍが好ましい。厚みが０．１μｍ未
満であると、硬度が不足する場合がある。また、厚みが３０μｍを超えると、ハードコー
ト層１４にクラックが発生したり、透明基体全体にカールが発生する場合がある。
【０１０７】
　電極部材１０には、更に視認性の向上を目的とした防眩処理層や反射防止層を設けるこ
とができる。抵抗膜方式のタッチパネルに用いる場合には、前記ハードコート層１４と同
様に前記透明基体の外表面（粘着剤層１９とは反対側の面）に、防眩処理層や反射防止層
を設けることができる。また前記ハードコート層１４上に、防眩処理層や反射防止層を設
けることができる。一方、静電容量方式のタッチパネルに用いる場合には、防眩処理層や
反射防止層は、透明導電層１２上に設けられることもある。
【０１０８】
　透明基体の厚みは、通常、９０～３００μｍであることが好ましく、１００～２５０μ
ｍであることがより好ましい。基体フィルムとしては、前記した透明フィルム基材１１と
同様の材料が好適に用いられる。
【０１０９】
　フレキシブルな配線部材２０は、フレキシブルな絶縁基材２３と導電パターン部２２と
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で主に構成されるが、必要に応じて、絶縁基材２３と導電パターン部２２とを接着する接
着剤層、導電パターン部２２を被覆するカバー絶縁層、ソルダレジスト層、等を設けても
よい。
【０１１０】
　フレキシブルな絶縁基材２３としては、絶縁性および可撓性を有するものであって、特
に限定されないが、例えば、ポリイミド樹脂、アクリル樹脂、ポリエーテルニトリル樹脂
、ポリエーテルスルホン樹脂、ポリエチレンテレフタレート樹脂、ポリエチレンナフタレ
ート樹脂、ポリ塩化ビニル樹脂などの樹脂フィルムなどが用いられる。好ましくは、ポリ
イミドの樹脂フィルムが用いられる。また、絶縁基材２３として、透明フィルム基材１１
と同一の材料を使用することで、熱収縮時の収縮量の差異を小さくすることができ、電気
的接続の信頼性をより高めることができる。
【０１１１】
　絶縁基材２３の厚みは、例えば、５～１２５μｍ、さらには、１２．５～２５μｍであ
ることが好ましい。
【０１１２】
　接着剤層を形成する接着剤としては、特に制限されないが、例えば、ポリイミド系接着
剤、エポキシ系接着剤、エポキシ－ニトリルブチルゴム系接着剤、エポキシ－アクリルゴ
ム系接着剤、アクリル系接着剤、ブチラール系接着剤、ウレタン系接着剤などの熱硬化性
接着剤、例えば、合成ゴム系接着剤などの熱可塑性接着剤、例えば、感圧性接着剤である
アクリル系粘着剤などが用いられ、好ましくは、ポリイミド系接着剤、エポキシ系接着剤
、エポキシ－ニトリルブチルゴム系接着剤、エポキシ－アクリルゴム系接着剤、アクリル
系接着剤が用いられる。接着剤層の厚みは、例えば、５～３５μｍ、好ましくは、５～２
０μｍである。導電パターン部と絶縁基材は、例えば金属箔に液状の樹脂層を塗布・硬化
させて形成することもできるし、絶縁基材上にメッキ等の方法で導電パターン部となる金
属層を形成することもできる。これらの場合、接着剤は不要である。メッキで導電パター
ン部を形成する場合は、あらかじめ薄膜の金属層を形成し、その上に金属層を形成する方
法も用いることができる。
【０１１３】
　導電パターン部２２としては、導電性を有するものであって、特に制限されないが、例
えば、銅、クロム、ニッケル、アルミニウム、ステンレス、銅－ベリリウム、リン青銅、
鉄－ニッケル、および、それらの合金などの金属箔が用いられ、好ましくは、銅箔が用い
られる。また、導電パターン部２２の厚みは、例えば、５～３５μｍ、好ましくは、５～
１８μｍである。ただし、メッキ法などで作る場合は、十分な導電性が得られれば、５μ
ｍよりも薄くてもよい。
【０１１４】
　導電パターン部２２の形成は、公知の方法でよく、例えば、サブトラクティブ法などが
用いられる。サブトラクティブ法では、まず、導体層の上に、フォトレジストを積層する
。フォトレジストの積層は、例えば、ドライフィルムレジストを公知の方法によって積層
すればよい。
【０１１５】
　次いで、フォトレジストを、所定のパターンに対応するフォトマスクを介して露光させ
、その後、フォトレジストを現像する。フォトレジストの露光および現像は、公知の方法
でよく、フォトレジストは、その露光部と未露光部との現像液の溶解度の差によって、所
定のレジストパターンに現像される。
【０１１６】
　そして、導体層をエッチングする。金属箔のエッチングは、エッチング液を用いる公知
のウエットエッチング法でよく、その後、フォトレジストを公知の方法により除去するこ
とによって、導体層を導電パターン部２２として形成することができる。
【０１１７】
　なお、導体層のパターン化には、上記したサブトラクティブ法以外にも、その目的およ
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び用途によっては、例えば、アディティブ法やセミアディティブ法などの公知のパターン
ニング法を用いてもよい。
【０１１８】
　カバー絶縁層としては、上記と同様の樹脂が用いられ、好ましくは、ポリイミド樹脂が
用いられる。また、カバー絶縁層形成は、溶液状の樹脂を塗布または印刷して、乾燥およ
び硬化させるか、あるいは、フィルム状の樹脂を貼着すればよい。さらには、感光性樹脂
の溶液を塗布した後、露光および現像により、所定の形状にパターンニングするようにし
てもよい。また、カバー絶縁層としては、絶縁基材と同様の材質のフィルムを所定の領域
に接着剤で貼り合せてもよい。 
この場合、絶縁基材とカバー絶縁層は、必ずしも同じ材質・厚みである必要はない。 
例えば、ポリエチレンテレフタレートの絶縁基材に形成した導電パターン部を、 
ポリエチレンテレフタレートフィルムのカバー絶縁層で覆うこともできる。
【０１１９】
　なお、このようにして形成されるカバー絶縁層は、その厚みが、例えば、５～１２５μ
ｍ、好ましくは、１２．５～２５μｍである。
【０１２０】
　（タッチパネル）
　本発明のタッチパネル部材は、例えば、静電容量方式、抵抗膜方式などのタッチパネル
に好適に適用できる。特に、静電容量方式のタッチパネルや、多点入力が可能な抵抗膜方
式のタッチパネルのように、所定形状にパターン化された透明導電層を備えるタッチパネ
ルに好適に用いられる。
【０１２１】
　静電容量方式タッチパネル等に用いる場合、本発明のタッチパネル部材には、ＩＣチッ
プ等で構成される制御回路が電気的に接続される。制御回路は、別の配線基板に設けられ
るのが一般的であり、当該配線基板に直接又は別のフレキシブル回路基板等を介して本発
明のタッチパネル部材が接続される。本発明における配線部材２０は、直接、これを当該
配線基板に接続してもよく、また、配線部材２０に直接、制御回路を設けることも可能で
ある。
【０１２２】
　本発明では、電極部材１０のパターン材料、ピッチ、配線幅を標準化することで、規格
化された制御回路、ＩＣチップを用いることができる。これにより、タッチパネルメーカ
ーは、簡単にチップセットを選択し、タッチパネルのコストを削減することができる。
【０１２３】
　（タッチパネル部材の製法）
　本発明のタッチパネル部材は、例えば図６（ａ）～（ｄ）示す工程により製造すること
ができる。即ち、この製造方法は、一定のピッチで平行に延びるパターン部を有する透明
導電層が透明フィルム基材の少なくとも片面側に形成された長尺体を巻回したロール原反
１５を準備する工程、このロール原反１５から前記長尺体を繰り出して、切断により一定
のピッチで平行に延びるパターン部１２ａを有する透明導電層１２が、透明フィルム基材
１１の少なくとも片面側の主面に形成された電極部材１０を得る工程、前記パターン部１
２ａのピッチに対応するピッチで配置された第１接続部２１、および第１接続部２１から
延びる導電パターン部２２を有するフレキシブルな配線部材２０を準備する工程、前記電
極部材１０のパターン部１２ａと前記第１接続部２１とを電気的に接続して、タッチパネ
ル部材を得る工程、とを備える。
【０１２４】
　図示した製造方法の例では、図６（ｄ）示すように、更に、得られたタッチパネル部材
の複数を、パターン部１２ａの各々が接触せずに交差して配置されるように積層する工程
を有する。この工程は、一定のピッチで平行に延びるパターン部を有する透明導電層が透
明フィルム基材の両面側に形成された長尺体を巻回したロール原反１５を使用する場合に
は、省略することが可能である。上記の積層工程は、前記電極部材１０のパターン部１２
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ａと前記第１接続部２１とを電気的に接続する前に行うことも可能である。
【０１２５】
　切断工程は、トムソン刃などを用いて所定のサイズに打ち抜く方法で行うことができる
。また、所定のサイズの長辺又は短辺に対応する幅のロール原反１５を短辺又は長辺の長
さで切断する方法で行うことができ、丸刃、回転刃、ナイフ、押し切り刃などの切断刃、
レーザ等を用いることができる。
【０１２６】
　本発明では、ある一つのタッチパネル製品に応じてパターン形成されているのではなく
、定められた標準的なストライプ状等のパターン部１２ａが形成されている。それから所
定のサイズの電極部材１０に切断することで、単一またはいくつかのピッチのパターン部
１２ａを形成したロール原反から、様々な形状・サイズのタッチパネル製品に対応したタ
ッチパネル部材を形成することにある。
【０１２７】
　したがって、電極部材１０の標準パターンの形成エリアは、想定されるタッチパネル部
材のサイズより十分大きければよい。例えば、パターニングの都合から、１ｍ程度の長さ
に分けて形成されていてもよい。例えばタッチパネル製品のサイズが、高々２００ｍｍ×
１５０ｍｍ程度であれば、例えば長さ方向に１ｍピッチで８００ｍｍ幅にパターンが形成
されていれば、この１つのエリアから、長さ方向に最大５枚ないしは６枚、幅方向に５枚
ないし４枚形成することができ、２４枚ないし２５枚のフィルムを得ることができる。
【０１２８】
　本発明では、このように標準化されたパターンが連続して形成された長尺体からタッチ
パネルに応じた形状に打ち抜いて電極部材１０を形成するために、連続してまたはほとん
ど隣接してタッチパネル部材を得ることができるのでフィルムのロスはほとんどない。
【０１２９】
　以下、各工程について、別の実施形態も含めて、更に詳細に説明する。
【０１３０】
　（ロール原反の準備工程）
　本発明のタッチパネル部材の製造方法は、図８Ａ～図８Ｄに示すように、一定のピッチ
で平行に延びるパターン部１２ａを有する透明導電層１２が透明フィルム基材１１の少な
くとも片面側に形成された長尺体１６を巻回したロール原反１５を準備する工程を含むも
のである。何れの例においても、透明フィルム基材１１の片面側にパターン部１２ａを有
する透明導電層１２が直接形成されているものが示されている。
【０１３１】
　図８Ａに示す例は、透明導電層１２が透明フィルム基材１１の片面側に形成された１つ
のロール原反１５を用いて、タッチパネル部材を製造する場合の例である。この例は、透
明導電層１２が透明フィルム基材１１の片面側の主面に形成された電極部材１０と配線部
材２０との一対で、タッチパネル部材を構成する場合の例である。このようなタッチパネ
ル部材は、複数を積層する事で（図１３Ｂ参照）、多点入力が可能なタッチパネル部材と
することができる。
【０１３２】
　この例では、ロール原反１５における透明導電層１２のパターン部１２ａが、長尺体１
６Ａの長手方向に平行に延びている例を示す。平行に延びるパターン部１２ａの方向は、
長尺体１６の長手方向に対して傾斜した方向でもよいが、長尺体１６の製造工程などを考
慮すると、長尺体１６の長手方向又は幅方向に対して平行な方向に延びることが好ましい
。
【０１３３】
　透明導電層１２のパターン部１２ａのピッチ（中心線同士の間隔）については、通常、
静電容量方式では、指のサイズが決まっているために、ピッチは１～１０ｍｍが好ましく
、２～６ｍｍがより好ましい。
【０１３４】
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　また、パターン部１２ａの１本の幅は、一定である必要はないが、一定であるか又は周
期的に幅が変化すること（図１３Ｃ参照）が好ましい。パターン部１２ａの幅が一定であ
る場合、入力の検出精度の観点から幅が１～１０ｍｍが好ましく、２～５ｍｍがより好ま
しい。また、パターン部１２ａの幅が変化する場合、検出感度の理由から、ピッチと近い
方が良いが、加工精度によっては近すぎると隣接するパターン部と短絡する可能性がある
。よって、最も広い部分の幅が、パターン部１２ａのピッチの７０～９８％が好ましいく
、８０～９５％がより好ましい。
【０１３５】
　本発明では、パターン部１２ａのピッチ、線幅、材質を標準化することができる。配線
幅も標準化（例えば１ｍｍ）することによって、ＩＴＯ等で成形したパターン部１２ａの
単位長さあたりの配線抵抗も標準化することができる。このような電極部材１０を用いる
ことで、後述する様に制御回路を構成するＩＣの仕様も規格化することができる。
【０１３６】
　また、１本のパターン部１２ａの各々は、直線である必要はなく、例えば波形、ジグザ
グ形状で平行に延びていてもよい。つまり、本発明では、１本のパターン部１２ａの各々
が接触することなく、波形等の基準となる中心線が平行に延びていていればよい。
【０１３７】
　透明フィルム基材１１のサイズは、入力部に相当する部分の大きさとして、ディスプレ
イのサイズに応じて適切なサイズに設定することができる。静電容量方式の場合、透明導
電性フィルムのシート抵抗などから、モバイル機器への適応がより好ましい。例えば、携
帯電話やスマートフォンの３インチ～５インチサイズから、タブレットＰＣの６インチ～
１０インチ、ノートＰＣやモニターの１０インチ～２０インチ程度まで用いることができ
る。しかしながら、本発明の方式の場合、限定するものではないが、配線部材との接続の
観点からいえば、装置サイズは小さい方がより好ましい。なお、本発明では、透明導電層
の標準化が可能となるが、入力部に相当する部分の大きさに応じて、何段階かに分けて、
パターン部１２ａのピッチ、幅、表面抵抗値などを設定しておくことが好ましい。
【０１３８】
　図８Ｂに示す例は、透明導電層１２が透明フィルム基材１１の両面側に形成された１つ
のロール原反１５を用いて、多点入力が可能なタッチパネル部材を製造する場合の例であ
る。この場合、ロール原反１５として、前記透明導電層１２が透明フィルム基材１１の両
面側に形成され、各々の前記透明導電層１２のパターン部１２ａが交差して配置された長
尺体１６を巻回したものを準備する。この例では、各々の前記透明導電層１２のパターン
部１２ａに対して、各々準備した前記配線部材２０の第１接続部２１を電気的に接続する
（図１３Ａ参照）。
【０１３９】
　この例は、透明導電層１２が透明フィルム基材１１の両面側に形成されること以外は、
図８Ａに示す例と同様である。各々の前記透明導電層１２のパターン部１２ａが交差する
角度は、９０°以外でもよいが、動作エリアが矩形の場合に面積収率をより高める観点よ
り、パターン部１２ａ同士が８５～９５°で交差していることが好ましい。
【０１４０】
　図８Ｃに示す例は、透明導電層１２が透明フィルム基材１１の片面側に形成されたロー
ル原反１５Ａ、１５Ｂのセットを用いて、タッチパネル部材を製造する場合の例であり、
透明導電層１２が、ダミーパターン部１２ｂ、１２ｃを更に有する例である。
【０１４１】
　ロール原反をセットで用いる場合、図８Ｃの（ａ）～（ｃ）に示すように、透明フィル
ム基材１１と、その透明フィルム基材１１の片面側に形成され、一定のピッチで平行に延
びるパターン部１２ａを有する透明導電層１２と、を含む長尺体１６Ａ、１６Ｂを巻回し
たロール原反１５Ａ、１５Ｂの組み合わせからなる。本実施形態では、透明フィルム基材
１１の片面側にパターン部１２ａを有する透明導電層１２が直接形成されている例を示す
。
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【０１４２】
　また、図示した例では、一方のロール原反１５Ａにおける透明導電層１２のパターン部
１２ａが、長尺体１６Ａの長手方向に平行に延びており、他方のロール原反１５Ｂにおけ
る透明導電層１２のパターン部１２ａが、長尺体１６Ｂの幅方向に平行に延びている例を
示す。平行に延びるパターン部１２ａの方向は、長尺体１６Ａ、１６Ｂの長手方向に対し
て傾斜した方向でもよいが、長尺体１６Ａ、１６Ｂの製造工程などを考慮すると、長尺体
１６Ａ、１６Ｂの長手方向又は幅方向に対して平行な方向に延びることが好ましい。この
ため、本発明では、両方のロール原反１５Ａ、１５Ｂにおける透明導電層１２のパターン
部１２ａが、長尺体１６Ａ、１６Ｂの幅方向又は長手方向に平行に延びていてもよい。
【０１４３】
　透明導電層１２のパターン部１２ａのピッチ（中心線同士の間隔）については、通常、
静電容量方式では、指のサイズが決まっているために、ピッチは１～１０ｍｍが好ましく
、２～６ｍｍがより好ましい。
【０１４４】
　また、パターン部１２ａの１本の幅は、一定である必要はないが、一定であるか又は周
期的に幅が変化すること（図９Ｂ（ａ）参照）が好ましい。パターン部１２ａの幅が一定
である場合、入力の検出精度の観点から幅が１～１０ｍｍが好ましく、２～５ｍｍがより
好ましい。また、パターン部１２ａの幅が変化する場合、検出感度の理由から、ピッチと
近い方が良いが、加工精度によっては近すぎると隣接するパターン部と短絡する可能性が
ある。よって、最も広い部分の幅が、パターン部１２ａのピッチの７０～９８％が好まし
いく、８０～９５％がより好ましい。
【０１４５】
　本発明では、パターン部１２ａのピッチ、線幅、材質を標準化することができる。配線
幅も標準化（例えば１ｍｍ）することによって、ＩＴＯ等で成形したパターン部１２ａの
単位長さあたりの配線抵抗も標準化することができる。このようなパターン部１２ａを有
するロール原反セットを用いて、タッチパネル部材を作製することで、後述する様に制御
回路を構成するＩＣの仕様も規格化することができる。
【０１４６】
　また、１本のパターン部１２ａの各々は、直線である必要はなく、例えば波形、ジグザ
グ形状で平行に延びていてもよい。つまり、本発明では、１本のパターン部１２ａの各々
が接触することなく、波形等の基準となる中心線が平行に延びていていればよい。
【０１４７】
　本発明のロール原反セットは、図８Ｃ（ｂ）に示すように、少なくとも一方の前記ロー
ル原反１５Ａにおける透明導電層１２のパターン部間１２ａの各々には、ダミーパターン
部１２ｂを設けてあり、そのダミーパターン部１２ｂの各々は、前記パターン部１２ａの
延びる方向に沿って、他方の前記ロール原反１５Ｂにおける透明導電層１２のパターン部
１２ａのピッチに応じた規則性を有している。ここで、ピッチに応じた規則性とは、ピッ
チのほぼ整数倍（１倍、２倍、３倍など）又はほぼ整数分の１（１／２倍、１／３倍など
）の周期でダミーパターン部１２ｂ、１２ｃが設けられていることを指す。
【０１４８】
　図８Ｃ（ｂ）に示す例では、長尺体１６Ａ、１６Ｂの透明導電層１２の一方（表側）の
みに、表側のダミーパターン部１２ｂを設けた例を示したが、本発明では、図９Ａ（ａ）
～（ｃ）及び図９Ｂ（ａ）～（ｂ）に示すような構造とすることも可能である。
【０１４９】
　図９Ａ（ａ）に示す例では、２層の透明導電層１２の一方（表側）のみに、２層のパタ
ーン部１２ａによって生じる格子の内部に、２つずつ表側のダミーパターン部１２ｂを設
けた例が示されている。図９Ａ（ｂ）に示す例では、２層の透明導電層１２の一方に表側
のダミーパターン部１２ｂを、他方に裏側のダミーパターン部１２ｃを設けた例が示され
ている。図９Ａ（ｃ）に示す例では、２層のパターン部１２ａによって生じる格子の内部
に、複数の表側のダミーパターン部１２ｂ、裏側のダミーパターン部１２ｃを設けた例で
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ある。
【０１５０】
　上記のダミーパターン部１２ｂ、１２ｃは、いずれも２層のパターン部１２ａによって
生じる格子の内部に設けた例を示すが、裏側のパターン部１２ａを横切るダミーパターン
部１２ｂ、１２ｃを設けてもよい。これにより、ピッチのほぼ整数倍の規則性を有するダ
ミーパターン部１２ｂ、１２ｃを設けることが可能となる。
【０１５１】
　また、図９Ｂ（ａ）に示すように、２層の透明導電層１２の一方（表側）のパターン部
１２ａの各々を、１本おきに周期的に幅が変化するものとし、一定幅のパターン部１２ａ
との間に、大小２種類のダミーパターン部１２ｂを設けてもよい。図９Ｂ（ｂ）に示すよ
うに、２層の透明導電層１２の一方（表側）のパターン部１２ａの各々を、周期的に幅が
変化するものとし、幅広部が千鳥足状に配置されるように規則性をずらし、幅広部に隣接
させて、長方形のダミーパターン部１２ｂを設けてもよい。
【０１５２】
　図８Ｄに示す例は、透明導電層１２が透明フィルム基材１１の片面側に形成されたロー
ル原反１５Ａ、１５Ｂのセットを用いて、タッチパネル部材を製造する場合の例であり、
透明導電層１２のパターン部１２ａが、パターン幅を広げた複数の幅広部１２ｄ、１２ｅ
を有する例である。
【０１５３】
　この例は、図８Ｄ（ａ）～（ｃ）に示すように、透明フィルム基材１１と、その透明フ
ィルム基材１１の片面側に形成され、一定のピッチで平行に延びるパターン部１２ａを有
する透明導電層１２と、を含む長尺体１６Ａ、１６Ｂを巻回したロール原反１５Ａ、１５
Ｂの組み合わせからなる。本実施形態では、透明フィルム基材１１の片面側にパターン部
１２ａを有する透明導電層１２が直接形成されている例を示す。
【０１５４】
　また、図示した例では、一方のロール原反１５Ａにおける透明導電層１２のパターン部
１２ａが、長尺体１６Ａの長手方向に平行に延びており、他方のロール原反１５Ｂにおけ
る透明導電層１２のパターン部１２ａが、長尺体１６Ｂの幅方向に平行に延びている例を
示す。平行に延びるパターン部１２ａの方向は、長尺体１６Ａ、１６Ｂの長手方向に対し
て傾斜した方向でもよいが、長尺体１６Ａ、１６Ｂの製造工程などを考慮すると、長尺体
１６Ａ、１６Ｂの長手方向又は幅方向に対して平行な方向に延びることが好ましい。この
ため、本発明では、両方のロール原反１５Ａ、１５Ｂにおける透明導電層１２のパターン
部１２ａが、長尺体１６Ａ、１６Ｂの幅方向又は長手方向に平行に延びていてもよい。
【０１５５】
　透明導電層１２のパターン部１２ａのピッチ（中心線同士の間隔）については、通常、
静電容量方式では、指のサイズが決まっているために、ピッチは１～１０ｍｍが好ましく
、２～６ｍｍがより好ましい。
【０１５６】
　本発明におけるパターン部１２ａの各々は、線幅が変化するものであり、複数の幅広部
１２ｄを周期的に設けてある。その際、パターン部１２ａの各々の線幅としては、入力の
検出精度とパターンの信頼性の観点から、最も狭い部分の幅が１～１０ｍｍが好ましく、
２～５ｍｍがより好ましい。また、最も広い部分の幅（幅広部１２ｄの最大幅）について
は、検出感度の理由から、ピッチと近い方が良いが、加工精度によっては近すぎると隣接
するパターン部と短絡する可能性がある。よって、最も広い部分の幅が、パターン部１２
ａのピッチの７０～９８％が好ましいく、８０～９５％がより好ましい。
【０１５７】
　本発明では、パターン部１２ａのピッチ、線幅、材質を標準化することができる。これ
らを標準化することによって、ＩＴＯ等で成形したパターン部１２ａの単位長さあたりの
配線抵抗も標準化することができる。このようなパターン部１２ａを有するロール原反セ
ットを用いて、タッチパネル部材を作製することで、後述する様に制御回路を構成するＩ
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Ｃの仕様も規格化することができる。
【０１５８】
　また、パターン部１２ａの各々は、中心線が平行に延びていていればよいが、中心線が
直線であることが好ましい。
【０１５９】
　本発明のロール原反セットは、図８Ｄ（ｂ）に示すように、一方の前記ロール原反１５
Ａにおける透明導電層１２のパターン部１２ａには、他方のロール原反１５Ｂにおける透
明導電層１２のパターン部１２ａのピッチに応じてパターン幅を広げた複数の幅広部１２
ｄを設けてあり、他方のロール原反１５Ｂにおける透明導電層１２のパターン部１２ａに
は、一方のロール原反１５Ａにおける透明導電層１２のパターン部１２ａのピッチに応じ
てパターン幅を広げた複数の幅広部１２ｅを設けている。ここで、ピッチに応じてパター
ン幅を広げるとは、ピッチとほぼ同じ周期で幅広部１２ｄが設けられていることを指す。
【０１６０】
　図８Ｄ（ｂ）に示す例では、少なくとも一方の前記ロール原反１５Ａにおける前記透明
導電層１２のパターン部１２ａの各々は、幅広部１２ｄを構成する同じ大きさの複数の正
方形が対角頂部で連結した形状である例を示している。また、この例では、両方の前記ロ
ール原反１５Ａ、１５Ｂにおける透明導電層１２のパターン部１２ａの各々は、前記幅広
部１２ｄ、１２ｃを構成する複数の正方形が対角頂部で連結した形状であり、両方のロー
ル原反１５Ａ、１５Ｂにおける正方形がほぼ同じ大きさである場合の例を示している。但
し、本発明では、図１０Ａ（ａ）～（ｃ）及び図１０Ｂ（ａ）に示すような構造とするこ
とも可能である。
【０１６１】
　図１０Ａ（ａ）に示す例では、２層の透明導電層１２の両方に、表側の幅広部１２ｄ、
又は裏側の幅広部１２ｅを構成する同じ大きさの複数の正方形の対角頂部同士を一定幅の
パターンで連結した形状であるパターン部１２ａを設けた例が示されている。一定幅のパ
ターンで連結する場合、その線幅は、入力の検出精度とパターン形成の信頼性の観点から
、１～１０ｍｍが好ましく、２～５ｍｍがより好ましい。
【０１６２】
　図１０Ａ（ｂ）に示す例では、２層の透明導電層１２の一方に、表側の幅広部１２ｄを
構成する同じ大きさの複数の多角形（六角形）の対角頂部同士を一定幅のパターンで連結
した形状であるパターン部１２ａを設けた例が示されている。
【０１６３】
　図１０Ａ（ｃ）に示す例では、２層の透明導電層１２の一方に、表側の幅広部１２ｄを
構成する同じ大きさの複数の円形（又は楕円形）の対角頂部同士を一定幅のパターンで連
結した形状であるパターン部１２ａを設けた例が示されている。
【０１６４】
　また、図１０Ｂ（ａ）に示すように、少なくとも一方のロール原反１５Ａにおける透明
導電層１２のパターン部１２ａの各々は、一対のサインカーブ様の曲線によって幅広部１
２ｄを曲線間に繰り返し形成した形状としてもよい。図示した例では、両方のロール原反
１５Ａ、１２Ｂにおける透明導電層１２に、当該幅広部１２ｄ、１２ｃを設けた例を示し
ている。
【０１６５】
　一対のサインカーブ様の曲線は、両者の位相がほぼ半波長ずれることで、幅広部１２ｄ
を曲線間に形成するものであることが好ましい。また、両者の曲線は、その振幅が同じで
あることが好ましい。つまり、一対のサインカーブ様の曲線が中心線を基準として線対称
であることが好ましい。
【０１６６】
　以上の説明では、長尺体１６、１６Ａ、１６Ｂの透明導電層１２が、透明フィルム基材
１１に直に形成された例を示したが、本発明では、図１１（ａ）～（ｃ）に示すように、
長尺体１６等の透明導電層１２と透明フィルム基材１１との間に他の層を設けたり、透明
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導電層１２又は透明フィルム基材１１の表面に他の層を設けることも可能である。
【０１６７】
　図１１（ａ）に示す例では、長尺体１６の透明導電層１２と透明フィルム基材１１との
間に誘電体層１３を設けた例を示す。誘電体層１３は、透明導電層１２のパターン部１２
ａの有無による視認性の相違を抑制するために設けることができる。誘電体層１３は、複
数の層で構成することも可能である。また、透明導電層１２と透明フィルム基材１１との
間には、他に、ハードコート層、誘電率調整層、反射防止（低反射化）層などを設けるこ
とが可能である。
【０１６８】
　図１１（ｂ）に示す例では、更に長尺体１６の透明導電層１２の表面にハードコート層
１４を設けた例を示す。ハードコート層１４は、透明基体を介して設けることも可能であ
る。透明基体を設ける場合、その積層には、透明な粘着剤層などが使用される。
【０１６９】
　図１１（ｃ）に示す例では、更に長尺体１６の透明フィルム基材１１の表面に透明な粘
着剤層１９を設けた例を示す。粘着剤層１９は、長尺体１６Ａ、１６Ｂの両者を積層した
り、２つの電極部材１０を積層したり、透明基体や液晶セルなどの他の部材と積層する際
に、使用することができる。粘着剤層１９には、必要に応じてセパレータが積層される。
【０１７０】
　次に、ロール原反の材料について説明する。ロール原反１５、１５Ａ、１５Ｂを構成す
る長尺体１６、１６Ａ、１６Ｂは、透明導電層１２と透明フィルム基材１１とで主に構成
されるが、必要に応じて、誘電体層１３、ハードコート層１４、粘着剤層１９、透明基体
等が設けられる。
【０１７１】
　透明フィルム基材１１の材料、屈折率、厚み、誘電体層１３の材料、製膜法、厚み、透
明導電層１２の屈折率、材料、製膜法、厚み、粘着剤層１９を構成する粘着剤、セパレー
タ、ハードコート層（樹脂層）１４等については、「タッチパネル部材の材料」として、
前述した通りである。
【０１７２】
　長尺体１６Ａ、１６Ｂは、透明フィルム基材１１の片面に、誘電体層１３および透明導
電層１２が上記のように積層されるものであれば、その製造方法は特に制限されない。例
えば、常法に従って、透明フィルム基材１１の片面に、透明フィルム基材１１側から誘電
体層１３を介して、透明導電層１２を有する透明導電性フィルムを作製した後に、必要に
応じて透明導電層１２を、エッチングしてパターン化することにより製造することができ
る。エッチングに際しては、パターンを形成するためのマスクによりパターン部１２ａを
覆って、エッチング液により、透明導電層１２をエッチングする方法が好適に用いられる
。
【０１７３】
　２つの長尺体１６Ａ、１６Ｂ等を透明な粘着剤層１９を介して２枚積層する場合、粘着
剤層１９としては、透明性を有するものであれば特に制限なく使用できる。
【０１７４】
　（電極部材を得る工程）
　本発明のタッチパネル部材の製造方法は、図１４Ａ～図１４Ｂに示すように、ロール原
反１５から前記長尺体１６を繰り出した後、前記長尺体１６を切断して、一定のピッチで
平行に延びるパターン部１２ａを有する透明導電層１２が透明フィルム基材１１の少なく
とも片面側の主面に形成された電極部材１０を得る工程を含むものである。
【０１７５】
　電極部材１０は、一定のピッチで平行に延びるパターン部１２ａを有する透明導電層１
２が、透明フィルム基材１１の少なくとも片面側の主面に形成されたものである。ここで
、透明導電層１２が主面に形成されるとは、パターン部１２ａが透明フィルム基材１１の
ほぼ全体（面積で８０％以上、好ましくは９０％以上、より好ましくは９５％以上）に形
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成されている状態を指す。
【０１７６】
　図１２に示した例では、透明導電層１２が、透明フィルム基材１１の片面側の主面に形
成され、かつ透明導電層１２が、電極部材１０の長辺に平行な方向に延び、各々が一定幅
であるパターン部１２ａを有している。電極部材１０の外形は、長方形又は正方形が一般
的であるが、その他の形状なども可能である。平行に延びるパターン部１２ａの方向は、
長辺に対して傾斜した方向でもよいが、動作エリアを考慮すると、電極部材１０の長辺又
は短辺に平行な方向に延びることが好ましい。
【０１７７】
　透明フィルム基材１１のサイズは、入力部に相当する部分の大きさとして、ディスプレ
イのサイズに応じて適切なサイズに設定することができる。静電容量方式の場合、透明導
電性フィルムのシート抵抗などから、モバイル機器への適応がより好ましい。例えば、携
帯電話やスマートフォンの３インチ～５インチサイズから、タブレットＰＣの６インチ～
１０インチ、ノートＰＣやモニターの１０インチ～２０インチ程度まで用いることができ
る。しかしながら、本発明の方式の場合、限定するものではないが、配線部材との接続の
観点からいえば、装置サイズは小さい方がより好ましい。なお、本発明では、透明導電層
の標準化が可能となるが、入力部に相当する部分の大きさに応じて、何段階かに分けて、
パターン部１２ａのピッチ、幅、表面抵抗値などを設定しておくことが好ましい。
【０１７８】
　図１３Ａに示した例では、透明導電層１２が、透明フィルム基材１１の両面側の主面に
形成され、かつ透明導電層１２の一方が電極部材１０の長辺に平行な方向に延びるパター
ン部１２ａを有し、透明導電層１２の他方が電極部材１０の短辺に平行な方向に延びるパ
ターン部１２ａを有している。このような、電極部材１０は、透明導電層１２が透明フィ
ルム基材１１の両面側に形成された長尺体１６を所定のサイズに切断するだけで製造する
ことができる。
【０１７９】
　図１３Ｂに示した例では、一方の電極部材１０の透明導電層１２が、電極部材１０の長
辺に平行な方向に延び、各々が一定幅であるパターン部１２ａを有し、他方の電極部材１
０の透明導電層１２が、電極部材１０の短辺に平行な方向に延び、各々が一定幅であるパ
ターン部１２ａを有している。このような、電極部材１０は、長尺体１６Ａ、１６Ｂを所
定のサイズに切断するだけで製造することができる。電極部材１０の外形は、長方形又は
正方形が一般的であるが、その他の形状なども可能である。平行に延びるパターン部１２
ａの方向は、電極部材１０の長辺又は短辺に平行な方向に延びることが好ましい。
【０１８０】
　図１３Ｃに示した例では、一方の電極部材１０の透明導電層１２が、電極部材１０の長
辺に平行な方向に延び、各々が幅広部１２ｄを有するパターン部１２ａを有し、他方の電
極部材１０の透明導電層１２が、電極部材１０の短辺に平行な方向に延び、各々が幅広部
１２ｅを有するパターン部１２ａを備えている。このような、電極部材１０は、長尺体１
６Ａ、１６Ｂを所定のサイズに切断するだけで製造することができる。
【０１８１】
　長尺体１６の切断は、トムソン刃などを用いて所定のサイズに打ち抜く方法で行うこと
ができる。また、所定のサイズの長辺又は短辺に対応する幅のロール原反１５を短辺又は
長辺の長さで切断する方法で行うことができ、丸刃、回転刃、ナイフ、押し切り刃などの
切断刃、レーザ等を用いることができる。
【０１８２】
　本発明では、ある一つのタッチパネル製品に応じてパターン形成されているのではなく
、定められた標準的なストライプ状等のパターン部１２ａが形成されている。それから所
定のサイズの電極部材１０に切断することで、単一またはいくつかのピッチのパターン部
１２ａを形成したロール原反から、様々な形状・サイズのタッチパネル製品に対応したタ
ッチパネル部材を形成することにある。
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【０１８３】
　したがって、電極部材１０の標準パターンの形成エリアは、想定されるタッチパネル部
材のサイズより十分大きければよい。例えば、パターニングの都合から、１ｍ程度の長さ
に分けて形成されていてもよい。例えばタッチパネル製品のサイズが、高々２００ｍｍ×
１５０ｍｍ程度であれば、例えば長さ方向に１ｍピッチで８００ｍｍ幅にパターンが形成
されていれば、この１つのエリアから、長さ方向に最大５枚ないしは６枚、幅方向に５枚
ないし４枚形成することができ、２４枚ないし２５枚のフィルムを得ることができる。
【０１８４】
　本発明では、このように標準化されたパターンが連続して形成された長尺体からタッチ
パネルに応じた形状に打ち抜いて電極部材１０を形成するために、連続してまたはほとん
ど隣接してタッチパネル部材を得ることができるのでフィルムのロスはほとんどない。
【０１８５】
　（配線部材の準備工程）
　本発明のタッチパネル部材の製造方法は、図１４Ａ～図１４Ｂに示すように、前記パタ
ーン部１２ａのピッチに対応するピッチで配置された第１接続部２１、および第１接続部
２１から延びる導電パターン部２２を有するフレキシブルな配線部材２０を準備する工程
を含むものである。
【０１８６】
　フレキシブルな配線部材２０は、図１２、図１３Ａ～図１３Ｃに示すように、前記パタ
ーン部１２ａのピッチに対応するピッチで配置された第１接続部２１、および第１接続部
２１から延びる導電パターン部２２を有する。フレキシブルな配線部材２０は、フレキシ
ブルプリント回路基板（ＦＰＣ）と同様の構造とすることができ、例えば、フレキシブル
な絶縁基材２３に導電パターン部２２等を形成したものである。図示した例では、第１接
続部２１のピッチより、導電パターン部２２のピッチを狭めることで、配線密度を高めた
部分を設ける例を示す。
【０１８７】
　配線部材２０は、電極部材１０と電気的に接続するために、電極部材１０に対して重ね
て配置される。配線部材２０は、その第１接続部２１が電極部材１０のパターン部１２ａ
と対向するように重ねて配置される。重ね代の長さは、パターン部１２ａと第１接続部２
１との接続を良好に行う観点から、重ね代の長さは長い方が好ましい。しかしながら、狭
額縁化の観点からいえば、接続部は信頼性が確保できる範囲で短い方が好ましい。限定す
るものではないが、通常０．５～１０ｍｍが好ましく、１～５ｍｍがより好ましい。
【０１８８】
　第１接続部２１の線幅は、透明導電層１２のパターン部１２ａとの電気的な接続を良好
にする観点から、パターン部１２ａと同程度の線幅が好ましく、０．３～３ｍｍが好まし
い。また、配線抵抗の観点からいえば、できるだけ線幅は広い方が好ましい。
【０１８９】
　導電パターン部２２の第１接続部２１とは逆の端部には、外部の配線基板と接続するた
めの外部側接続部を設けてもよい。つまり、本発明における配線部材２０は、タッチパネ
ルと外部の配線基板を結ぶＦＰＣを兼ねることができる。
【０１９０】
　配線部材２０は、パターン部１２ａのピッチに対応するピッチで配置された第１接続部
２１を設けるため、電極部材１０の標準化されたストライプパターンに対応したピッチに
て第１接続部２１が形成されている。そのため、配線部材２０も透明導電層１２のパター
ン部１２ａの本数に合わせて、何段階かに分けて製造する（規格化）ことができる。
【０１９１】
　フレキシブルな配線部材２０は、フレキシブルな絶縁基材２３と導電パターン部２２と
で主に構成されるが、必要に応じて、絶縁基材２３と導電パターン部２２とを接着する接
着剤層、導電パターン部２２を被覆するカバー絶縁層、ソルダレジスト層、等を設けても
よい。これらについては、「タッチパネル部材の材料」として、前述した通りである。
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【０１９２】
　（タッチパネル部材を得る工程）
　本発明のタッチパネル部材の製造方法は、図１４Ａ～図１４Ｂに示すように、前記電極
部材１０のパターン部１２ａと前記配線部材２０の第１接続部２１とを電気的に接続して
、タッチパネル部材を得る工程を含むものである。
【０１９３】
　得られるタッチパネル部材は、例えば、図１２（ａ）～（ｃ）に示すように、透明導電
層１２が透明フィルム基材１１の片面側の主面に形成された電極部材１０と、導電パター
ン部２２を有するフレキシブルな配線部材２０と、電極部材１０と配線部材２０とを電気
的に接続する導電接続部３０とを備えている。図１２に示した例では、透明導電層１２が
透明フィルム基材１１の片面側の主面に形成された電極部材１０と配線部材２０との一対
で、タッチパネル部材を構成している。
【０１９４】
　導電接続部３０は、前記電極部材１０のパターン部１２ａと前記第１接続部２１とを電
気的に接続するものである。導電接続部３０としては、ハンダ等のソルダによる接続、異
方性導電材料による接続、導電性ペーストによる接続、物理的な接触、低融点金属による
融着などが挙げられる。本発明では、異方性導電材料により導電接続部３０が形成される
ことが好ましい。
【０１９５】
　異方性導電材料は、導電粒子が接着剤中に均一に分散されている高分子膜であって、膜
の厚み方向にのみ導通させることができるものである。異方性導電材料を用いた電気的な
接続は、電極部材１０のパターン部１２ａと、配線部材２０の第１接続部２１との間に、
帯状の異方性導電材料を介在させ、次いで、それらを熱圧着すればよい。
【０１９６】
　異方性導電材料の厚みは、通常、２５～５０μｍ程度であり、また、熱圧着は、異方性
導電材料の種類にもよるが、例えば、圧力２～４ＭＰａ、温度１７０～２２０℃で加圧お
よび加熱すればよい。
【０１９７】
　タッチパネル部材は、図１３Ａに示すように、透明導電層１２が透明フィルム基材１１
の両面側に形成された電極部材１０を備える構造でもよい。パターン部１２ａ同士が交差
する角度は、４５度以上が好ましいが、８５度以上がより好ましく、９０度が最も好まし
い。図示した例では、パターン部１２ａ同士が交差する角度が９０度である場合を示す。
【０１９８】
　また、タッチパネル部材は、図１３Ｂに示すように、２層の電極部材１０が積層された
構造でもよい。この構造は、長尺体１６Ａ、１６Ｂを予め積層一体化してから所定のサイ
ズに切断する方法、又は切断後に積層一体化する方法により得ることができる。つまり、
本発明では、パターン部１２ａの各々が接触せずに交差して配置されるように前記電極部
材１０が２層積層されていると共に、２層の透明導電層１２の各々に対して、前記配線部
材２０と導電接続部３０とを備えていてもよい。図示した例では、２層の電極部材１０の
パターン部１２ａが共に上側に配置される例を示す。両者の積層は透明な接着剤、透明な
粘着剤、透明な接着フィルムなどを用いて行うことが可能である。
【０１９９】
　図１３Ｂに示すタッチパネル部材を製造する場合、各々の前記ロール原反１５Ａ、１５
Ｂから得られる前記電極部材１０を、前記パターン部１２ａの各々が接触せずに交差して
配置されるように貼合する工程を更に含む。パターン部１２ａ同士が交差する角度は、４
５度以上が好ましいが、８５度以上がより好ましく、９０度が最も好ましい。図示した例
では、パターン部１２ａ同士が交差する角度が９０度である場合を示す。
【０２００】
　各々の配線部材２０は、電極部材１０と電気的に接続するために、電極部材１０に対し
て重ねて配置される。図示した例では、２つの配線部材２０は第１接続部２１と導電パタ
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ており、入力に使用される部分の外側に配線部材２０との重ね代となる部分を設けている
。下側に配置される電極部材１０は、図面の上側に延長した重ね代となる部分を設けて、
上側に配置される電極部材１０から、その重ね代となる部分を露出させている。一方、上
側に配置される電極部材１０は、図面の右側に延長した重ね代となる部分を設けて、下側
に配置される電極部材１０と重ならない形状にしている。
【０２０１】
　２層の電極部材１０が積層される場合、上側の電極部材１０のパターン部１２ａが上側
に配置され、下側の電極部材１０のパターン部１２ａが下側に配置されるように積層して
もよい。
【０２０２】
　また、上側の電極部材１０のパターン部１２ａが下側に配置され、下側の電極部材１０
のパターン部１２ａが上側に配置されるように積層してもよい。この場合、パターン部１
２ａが接触しないように、透明な絶縁フィルムを介在させるなどして、２層の電極部材１
０を接着等するのが好ましい。このように、電極部材１０のパターン部１２ａ同士を対向
させて積層する場合、下側に配置される電極部材１０は、上側に配置される電極部材１０
から、その重ね代となる部分を露出させ、上側に配置される電極部材１０は、下側に配置
される電極部材１０から、その重ね代となる部分を露出させることが好ましい。
【０２０３】
　また、図１３Ｃに示すように、一方の電極部材１０の透明導電層１２のパターン部１２
ａには、他方の電極部材１０の透明導電層１２のパターン部１２ａのピッチに応じてパタ
ーン幅を広げた複数の幅広部１２ｄを設けてあり、他方の電極部材１０の透明導電層１２
のパターン部１２ａには、一方の透明導電層１２のパターン部１２ａのピッチに応じてパ
ターン幅を広げた複数の幅広部１２ｄを設けたタッチパネル部材を得ることができる。
【符号の説明】
【０２０４】
　　　１０　　電極部材
　　　１１　　透明フィルム基材
　　　１２　　透明導電層
　　　１２ａ　パターン部
　　　１２ｂ　ダミーパターン部（表側）
　　　１２ｃ　ダミーパターン部（裏側）
　　　１２ｄ　幅広部（表側）
　　　１２ｃ　幅広部（裏側）
　　　１４　　ハードコート層
　　　１５、１５Ａ、１５Ｂ　　ロール原反
　　　１６、１６Ａ、１６Ｂ　　長尺体
　　　１９　　粘着剤層
　　　２０　　配線部材
　　　２１　　第１接続部
　　　２２　　導電パターン部
　　　２３　　絶縁基材
　　　３０　　導電接続部



(30) JP 6117620 B2 2017.4.19

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(31) JP 6117620 B2 2017.4.19

【図５】 【図６】

【図７】 【図８Ａ】



(32) JP 6117620 B2 2017.4.19

【図８Ｂ】 【図８Ｃ】

【図８Ｄ】 【図９Ａ】



(33) JP 6117620 B2 2017.4.19

【図９Ｂ】 【図１０Ａ】

【図１０Ｂ】 【図１１】



(34) JP 6117620 B2 2017.4.19

【図１２】 【図１３Ａ】

【図１３Ｂ】 【図１３Ｃ】



(35) JP 6117620 B2 2017.4.19

【図１４Ａ】 【図１４Ｂ】



(36) JP 6117620 B2 2017.4.19

10

20

フロントページの続き

(31)優先権主張番号  特願2013-108231(P2013-108231)
(32)優先日　　　　  平成25年5月22日(2013.5.22)
(33)優先権主張国　  日本国(JP)

(56)参考文献  特開平０３－０４１５１０（ＪＰ，Ａ）　　　
              国際公開第２０１１／０４８６６３（ＷＯ，Ａ１）　　
              特開２０１１－２１０１７６（ＪＰ，Ａ）　　　
              登録実用新案第３１６７７００（ＪＰ，Ｕ）　　　
              特開２０１１－１８１０５６（ＪＰ，Ａ）　　　
              国際公開第２０１２／０５７２４４（ＷＯ，Ａ１）　　
              特開平０８－１９００７８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００３－１９７０３４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００９－０７６４３２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１１－２４３１８２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００６－１９０５３５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１０－２０８１６９（ＪＰ，Ａ）　　　
              国際公開第２０１１／０４３３６７（ＷＯ，Ａ１）　　
              米国特許出願公開第２０１２／００９６７０９（ＵＳ，Ａ１）　　
              米国特許出願公開第２０１１／０１９２６３６（ＵＳ，Ａ１）　　
              特許第４７３７３４８（ＪＰ，Ｂ２）　　
              特開昭５６－７８０１４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開昭５６－９１３２１（ＪＰ，Ａ）　　　
              特表２００８－５４１４３０（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｇ０６Ｆ　　　３／０４１　　　
              Ｇ０６Ｆ　　　３／０４４　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

